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１  登米市男女共同参画基本計画の概要  

（１）登米市男女共同参画基本計画の趣旨  

登米市では、「だれもが活き生きと暮らせる登米市男女共同参画推進条例（以下「条例」という。）」を平成 23 年

４月に施行し、性別にかかわりなく一人ひとりの人権が尊重され、生涯にわたり豊かな人生を実現できるまちを目

指しています。  

この条例に基づき、平成 24 年３月に「第２次登米市男女共同参画基本計画・行動計画」を策定し、男女共同参

画社会の実現に向けた取り組みを推進してきたところです。  

しかし、家庭や職場、地域の中で、男女の固定的な役割分担意識や社会慣行が今なお残っており、仕事と生活の

バランスが取れていないこと、重要な方針や計画を決定する場に女性が少ないことなど解決しなければならない課

題が多く残されていることから、これまでの取り組みや市民アンケート結果を踏まえながら、今後も引き続き男女

共同参画社会の実現に向けた取り組みを総合的かつ計画的に推進するため「第３次登米市男女共同参画基本計画

（以下「基本計画」という。）」を策定しました。  

 

（２）基本計画の性格と位置づけ  

  この基本計画は、「男女共同参画社会基本法」第 14 条第３項に基づく計画であるとともに、条例で規定する男女

共同参画の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、基本理念に基づき策定するものです。  

また、基本計画の基本目標「男女間のあらゆる暴力の根絶」に関する内容を「配偶者からの暴力の防止及び被害

者の保護に関する法律」第２条の３第３項に基づく基本計画として位置づけるとともに、基本目標「職場における

男女共同参画の推進」及び「政策・方針決定過程への女性の参画」に関する内容を「女性の職業生活における活躍

の推進に関する法律」第６条第２項に基づく推進計画と位置づけ、施策を推進します。  

 

（３）基本計画の期間  

平成 28 年度から平成 32 年度までの５年間とします。  

 

（４）基本計画の推進  

基本計画においては、基本方針や基本目標などを定めて男女共同参画社会の実現に向けた施策の推進に取り組む

こととし、条例に基づき、毎年、施策の実施状況等を公表します。  
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（５）基本計画の体系  

基本方針  基本目標  施策の方向性  

Ⅰ  男女が互いの人権を尊重し合

うまちづくり  

【重点目標】  

１男女間のあらゆる暴力の根絶  

(1)  暴力の根絶に向けた意識啓発の推進  

(2)  相談・支援体制等の充実  

２男女平等の意識改革  

(1)  男女共同参画の意識啓発の推進  

(2)  関係機関等からの情報収集と市民等への情報提供  

(3)  調査研究・分析の推進  

３男女平等教育の推進  

(1)男女共同参画の視点に立った学校教育の推進  

(2)多様な選択を可能にする生涯学習機会の充実  

(3)男女平等の視点に立った性に関する教育・啓発の充実  

Ⅱ  男女が共に参画するまちづくり 

【重点目標】  

１地域における男女共同参画の推進  

(1)  男女共同参画の視点に立った地域活動の推進  

(2)  防災における男女共同参画の推進  

(3)  男女共同参画の視点を持ったコミュニティリーダーの

育成・支援  

(4)  男女共同参画を推進する団体等の育成・支援  

(5)  外国人が安心して暮らせる環境の整備  

２家庭生活における男女共同参画の推進 
(1)  男女の固定的な役割分担意識の改善  

(2)  家事・育児・介護等における男女共同参画の推進  

３職場における男女共同参画の推進  

(1)男女の雇用機会の均等な確保と待遇の改善  

(2)ワーク・ライフ・バランス (仕事と生活の調和 )の推進  

(3)農林業・自営業従事者の女性支援  

(4)セクシュアル・ハラスメントの防止に向けた意識啓発の

推進  

４政策・方針決定過程への女性の参画  

(1)  各種審議会等委員における女性登用の推進  

(2)  市管理職への女性登用の推進  

(3)  市政への参画の促進  

Ⅲ  男女共同参画の環境を整備す

るまちづくり  

【重点目標】  

１子育てにおける男女共同参画の推進  

(1)  子育て環境の整備  

(2)  子育て支援体制の整備  

２介護における男女共同参画の推進  

(1)  介護に関する社会的支援の充実  

(2)  男性の介護知識や介護技術の普及  

(3)  地域における介護支援体制の確立  
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（６）成果指標  

項  目  
現況値  

H30.11 

前回調査値 

H26.3 
目標値 

基
本
方
針Ⅰ

 

1 「男女共同参画」の具体的内容の認知度  67.6％  73.2％  100％  

2 「男は仕事、女は家庭」などの性別による固定的な役割分担意識をもたない人の割合  66.1％  58.1％  90％  

3 ＤＶ（配偶者やパートナーからの暴力）の相談窓口の認知度  72.4％  83.0％  100％  

基
本
方
針Ⅱ

・Ⅲ
 

4 家庭生活で男女の地位が平等だと思う人の割合  28.7％  29.0％  50％  

5 職場で男女の地位が平等だと思う人の割合  22.9％  24.3％  50％  

6 地域社会の中で男女の地位が平等だと思う人の割合  26.4％  21.3％  50％  

7 社会通念、習慣、しきたりなどで男女の地位が平等だと思う人の割合  13.3％  12.1％  50％  

8 ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）の具体的内容の認知度 47.1％  36.6％  50％  

基
本
方
針Ⅱ

 

9 女性委員がいる審議会等の割合  ※  
(H31.4.1) 

80.0％  

(H30.4.1) 

80.0％  
100％  

10 審議会等における女性委員の登用割合  ※  
(H31.4.1) 

28.9％  

(H30.4.1) 

27.5％  
40％  

注１ .現況値欄は、平成 30 年 11 月に実施した市民アンケート調査による数値（調査対象：市内在住の満 18 歳以上の市民 3,000 人、有効回答数  

1,165 人（男性 510 人、女性 635 人、不明 20 人）、有効回答率 38.8％）  

注２ .審議会等の範囲：条例・規則・要綱・要領で定める審議会、委員会、協議会等  
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２  基本計画の実施状況及び評価  

第３次登米市男女共同参画基本計画においては、３つの基本方針に基づき、特に重点的に取り組むべき重点目標

を定め男女共同参画社会の実現に向けた施策を展開してきました。平成 30 年度については、行動計画に記載され

ている 80 事業について担当課による評価を行いました。  

 

○平成 30 年度実施状況一覧 

 

 

  

区       分  事業数  
実施  

事業数  

評価  
達成率  

(A+B)/事業数  
頁  A)計画  

以上  

B)計画  

どおり  

C) 

未成果  
未実施  

Ⅰ  男女が互いの人権を尊重し合うまちづくり  27 25 2 23 0 2 92.6% 7 

 1 男女間のあらゆる暴力の根絶  7 7 0 7 0 0 100.0% 8 

  
(1) 暴力の根絶に向けた意識啓発の推進  2  2  0  2  0 0 100.0%  8 

 
 

(2) 相談・支援体制等の充実  5  5  0 5 0 0 100.0%  9 

 2 男女平等の意識改革  10  8  0 8 0 2 80.0%  13 

  
(1) 男女共同参画の意識啓発の推進  5  4  2 2 0  1 80.0%  13 

  
 

(2) 関係機関等からの情報収集と市民等への情報提供  1  1  0  1  0  0 100.0%  15 

    (3) 調査研究・分析の推進  4  3  0  3  0  1 75.0%  16 

  3 男女平等教育の推進  10  10 2 8 0 0 100.0%  18 

  

 

(1) 男女共同参画の視点に立った学校教育の推進  3  3  0  3  0  0 100.0%  18 

 (2) 多様な選択を可能にする生涯学習機会の充実  4 4 1 3 0 0 100.0% 20 

  
(3) 男女平等の視点に立った性に関する教育・啓発の  

充実   
3  3  1  2  0  0 100.0%  22 
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区      分  事業数  
実施  

事業数  

評価  
達成率  

(A+B)/事業数  
頁  A)計画 

以上  

B)計画 

どおり 

C) 

未成果 
未実施  

Ⅱ  男女が共に参画するまちづくり  35 34 2 31 1 1 94.3% 24 

 1 地域における男女共同参画の推進  17 16 2 14 0 1 94.1% 25 

  
(1) 男女共同参画の視点に立った地域活動の推進  8  7  1 6 0  1 87.5%  25 

  (2) 防災における男女共同参画の推進  2 2 0 2 0 0 100.0% 29 

  
(3) 男女共同参画の視点を持ったコミュニティリーダー

の育成・支援  
2 2 1 1 0 0 100.0% 30 

  (4) 男女共同参画を推進する団体等の育成・支援  3 3 0 3 0 0 100.0% 32 

 
 

(5) 外国人が安心して暮らせる環境の整備  2  2  0  2  0  0 100.0%  33 

 2 家庭生活における男女共同参画の推進  3  3 0 3 0 0 100.0%  34 

  
(1) 男女の固定的な役割分担意識の改善  1  1  0  1  0  0 100.0%  34 

    (2) 家事・育児・介護等における男女共同参画の推進  2  2  0 2  0  0 100.0%  34 

  3 職場における男女共同参画の推進  10  10 0 9 1 0 90.0%  36 

  

 

(1) 男女の雇用機会の均等な確保と待遇の改善  3  3  0  2  1  0 66.7%  36 

  
(2) ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）の

推進  
3  3  0  3  0  0 100.0%  38 

  (3) 農林業・自営業従事者の女性支援  3 3 0 3 0 0 100.0% 39 

  
(4) セクシュアル・ハラスメントの防止に向けた意識啓

発の推進  
1 1 0 1 0 0 100.0% 40 

 4 政策・方針決定過程への女性の参画  5 5 0 5 0 0 100.0% 41 

  (1) 各種審議会等委員における女性登用の推進  2 2 0 2 0 0 100.0% 41 

  (2) 市管理職への女性登用の推進  2 2 0 2 0 0 100.0% 42 

  (3) 市政への参画の促進  1 1 0 1 0 0 100.0% 42 
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区      分  事業数  
実施  

事業数  

評価  
達成率  

(A+B)/事業数  
頁  A)計画 

以上  

B)計画 

どおり 

C) 

未成果 
未実施  

Ⅲ  男女共同参画の環境を整備するまちづくり  18 18 1 17 0 0 100% 43 

 1 子育てにおける男女共同参画の推進  14 14 1 13 0 0 100% 44 

  
(1) 子育て環境の整備  5  5  0  5  0  0 100%  44 

 
 

(2) 子育て支援体制の整備  9  9  1 8  0  0 100%  47 

 
2 介護における男女共同参画の推進  4  4 0 4 0 0 100%  51 

  
(1) 介護に関する社会的支援の充実  2  2  0  2  0  0 100%  51 

  
 

(2) 男性の介護知識や介護技術の普及  1  1  0 1 0 0 100%  52 

    (3) 地域における介護支援体制の確立  1  1  0  1  0  0 100%  52 

総   計（基本方針Ⅰ～Ⅲ）  80 77 5 71 1 3 95.0%  
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《基本方針 Ⅰ 男女が互いの人権を尊重し合うまちづくり》 

 

○評価の概要 

基本方針Ⅰについては、 27 事業の評価を行いました。実施したすべての事業について、計画以上（Ａ評価）また

は計画通りの成果（Ｂ評価）をあげ、３つの基本目標はおおむね達成されています。  

「基本目標２  男女平等の意識改革」と「基本目標３  男女平等教育の推進」では、中学生及び高校生を対象とし

た事業が充実しており、男女平等の意識啓発と性に関する教育が高い成果をあげました。  

重点目標としている「基本目標１  男女間のあらゆる暴力の根絶」については、個別相談対応の充実を図り、被害

者の相談しやすい環境を整えるとともに、被害者未然防止のための意識啓発と問題の解決、心の回復を図るための事

業に取り組みました。ＤＶ（ドメスティック・バイオレンス）への実対応件数や、家庭児童相談員への個別相談者数

及び相談回数は増加していることから、継続して意識啓発に取り組むとともに、各関係機関との連携の強化に努めま

す。 

 

 

○評価基準 
 

 

 

 

 

  

 

【実施状況】  

１．実施した  

２．検討したが実施しなかった  

３．検討しなかった  

【評価基準】  

Ａ．計画以上の成果を上げた  

Ｂ．計画どおりの成果があった  

Ｃ．成果をあげることができなかった  
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◆基本目標  １  男女間のあらゆる暴力の根絶【重点目標】  

  暴力は重大な人権侵害であるということを認識し、正しい知識を習得するための学習機会を提供するとともに、

被害者支援のための相談体制の充実を図ります。  

【施策の方向性】  

（１）暴力の根絶に向けた意識啓発の推進  

具体 的な取り組 み  実施

状況 
平成 30 年度事業内容・実績  評価 取組に対する評価・課題  今後の取り組み  主管課  

概要  

①ＤＶについての意

識向上に向けた啓発

の推進  

１  

 「女性に対する暴力をなくす運動」

期間に合わせ、総合支所へのポスタ

ー掲示・チラシ設置を行った。  

 また、デート DV に関するリーフレ

ットを配布した。  

・成人式： 810 部  

・デート DV 防止講習会： 679 部  

・資料提供：佐沼高校（定時制）  

38 部  

Ｂ  

 暴力をなくす運動期間について

広報により周知を行ったほか、こ

の期間にあわせてポスターやチラ

シの掲示、設置により周知を行っ

た。  

 また、新成人に向けてリーフレ

ットを配布し、ＤＶ等の防止に向

けた啓発を行った。  

暴 力 の 根 絶 に 向 け た 啓 発

のため、引き続き広報やポス

タ ー を 活 用 し た 周 知 を 行 う

ほか、リーフレットの設置・

配布を行っていく。  

市民協働課  

ＤＶ（ドメス ティッ

ク・バイオレンス）に

関するリーフレット等

を市内の公共施設等へ

設置するとともに、各

種イベントでの配布を

することによ り、ＤＶ

についての意識向上を

図ります。  

②デートＤＶ講習会

の実施  

１  

暴力の根絶に向けた学習機会とし

て、デートＤＶ防止講習会を実施し

た。  

・デートＤＶ防止講習会  

 対象者：市内高校生  

 開催校：登米高校、登米総合産業  

高校  

 参加生徒数： 679 人  

Ｂ  

 ＤＶやデートＤＶ被害者、性暴

力被害女性のサポート活動を行っ

ている NPO 法人ハーティ仙台から

専門知識を持った講師を招き、市

内にある県立高校在学生徒を対象

に、デートＤＶ及びそれに係る犯

罪の内容等について学習する機会

を設け、知識の習得を図った。  

 より充実した内容で正しい知識

を習得させるためにも、毎年継続

して講習会が実施されるよう働き

かけを行っていく必要がある。  

男女間における、あらゆる

暴 力 の 根 絶 に 向 け た 学 習 機

会 を 継 続 的 に 提 供 す る こ と

で、正しい知識の習得を図っ

ていく。  

また、各高校に対し次年度

の 開 催 情 報 を あ ら か じ め 提

供し、日程の確保を依頼する

ことで、市内全校で講習会を

開催していく。  

市民協働課  

若い世代にお ける恋

人間での暴力（デート

ＤＶ）の防止に向けた

知 識 の 習 得 を 図 り ま

す。  

【 市 内 高 等 学 校 ３ 校 /

年】  
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（２）相談・支援体制等の充実  

具体 的な取り組 み  実施

状況 
平成 30 年度事業内容・実績  評価 取組に対する評価・課題  今後の取り組み  主管課  

概要  

①相談窓口の周知徹

底  

１  

Ｄ Ｖ 等 の 被 害 者 を 対 象に し た 電 話

相談や面談、心のケア講座等に関する

チラシやリーフレットを、市内の公共

施設をはじめ医療機関、教育機関等に

設置したほか、広報紙等も活用して周

知を図った。  

Ｂ  

 被 害 者 が 訪 れ る 機会が あ る と

想 定 さ れ る 医 療 機 関や教 育 機 関

をはじめ、多くの利用者がある道

の駅などに設置することで、より

効果的な周知を図った。  

被害者だけでなく、一般市

民に対しても、広報紙等を活

用 し て 相 談 窓 口 の 周 知 を 図

っていき、被害者に対し、周

り の 人 か ら も 情 報 提 供 が で

き る 環 境 づ く り に 取 り 組 ん

でいく。  

市民協働課  

被害者相談窓 口や電

話相談に関するリーフ

レットを市内の公共施

設・医療機関等へ設置

するとともに、広報等

を活用した相談窓口の

周知徹底を図ります。  
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具体 的な取り組 み  実施

状況 
平成 30 年度事業内容・実績  評価 取組に対する評価・課題  今後の取り組み  主管課  

概要  

②専門家による被害

者相談会の実施  

１  

 宮 城県 お よび ＮＰ Ｏ法 人 ハー テ ィ

仙台との連携を図り、ＤＶや離婚で悩

ん で いる 女 性が 安心 して 相 談で き る

機会を設け、問題の解決や心の回復を

図るための講座等を実施した。  

 平成 29 年度まで実施していたパー

プルタイム（グループミーティング）

については、参加者数が少ない状況が

続いていたため、平成 30 年度より「女

性 の ため の 面接 相談 」と 名 称を 変 更

し、個別相談対応の充実を図った。  

 これらの事業については、平成 28

年度までは市で実施していたが、平成

29 年度以降は会場を保健福祉事務所

（登米保健所）に変更して実施。市で

は事業への斡旋のみ行った。  

・女性のための面接相談  

個別相談面接： 11 回  

相談者数： 54 人  

・こころのケア講座  

実施回数：６回  

参加者数： 45 人  

  

上記のほかに、関係機関との連携強化

のために「登米圏域ネットワーク連絡

協議会（６月）」へ参加し、ケース支

援にかかる「顔の見える関係づくり」

および対応力向上を図った。  

Ｂ  

 こころのケア講座では、昨年度

同 様 に ボ ラ ン テ ィ アや支 援 者 の

参加も見られ、関心の高さがうか

がえた。  

 平成 29 年度同様、個別相談利

用者が増えている。参加者にとっ

て安心して相談・参加できる場所

の確保はもちろんだが、相談体制

の充実が必要である。  

 相談内容も多岐にわたるため、

今 後 も 関 係 機 関 と の連携 が 必 要

である。   

 連携強化の部分では、関係機関

同士の「顔の見える関係づくり」

と情報共有、役割分担など打ち合

わせを重ねることで、被害者のタ

イムリーな支援につながった。  

 

個 別 相 談 会 や こ こ ろ の ケ

ア 講 座 に 関 す る 情 報 提 供 を

行い、安心して相談できる場

として定着できるよう、関係

機関との更なる連携を図る。 

次年度は、「啓発」にかか

る部分を市民協働課で、相談

の「実際の対応」部分につい

て は 子 育 て 支 援 課 で 役 割 分

担し、連携強化を目指す。  

子 育 て 支 援

課  

関係機関や支 援団体

等と連携し被害者相談

会を開催します。  

【 11 回 /年】  
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体 的 な 取 り 組 み  実施

状況 
平成 30 年度事業内容・実績  評価 取組に対する評価・課題  今後の取り組み  主管課  

概要  

③保護命令申し出等

に係る関係機関への

同行支援  

１  

ＤＶ対応：実人数 13 人（延べ 304 回） 

一時保護：１件  

Ｂ  

緊急時の一時保護については、

関係機関と連携を図り、相談者の

意向を確認、尊重しながら支援を

行った。  

保 健 福 祉 事 務 所 等 と 連 携

を図り、ＤＶ被害者の救済に

あたり、支援体制の充実に努

める。  

次 年 度 に む け て 関 係 機 関

と 事 例 検 討 会 を 実 施 す る こ

とで、更なる対応力向上につ

なげたい。  

子 育 て 支 援

課  

 緊急一時保護や自立

に向けた保護命令の申

し出を含め関係機関へ

の同行支援を実施しま

す。  
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具体 的な取り組 み  実施

状況 
平成 30 年度事業内容・実績  評価 取組に対する評価・課題  今後の取り組み  主管課  

概要  

④緊急用避難住宅の

設置  

１  

実績なし  

（確保住宅：１戸）  

Ｂ  

関連法等に基づく保護施設等へ

の避難が優先であるため、緊急避

難用住宅の利用は、即時に当該施

設で保護できない場合に限定され

るものであり、対応ケースが発生

しなかった。  

こ れ ま で の 緊 急 避 難 用 住

宅の運用方法を検証し、必要

に 応 じ て 規 則 等 を 制 定 し て

実施するもの。  

生活福祉課  

ＤＶ被害者の 一時避

難用住宅を確保し、被

害者の保護及び自立に

向 け た 支 援 を 行 い ま

す。  

⑤家庭児童相談員の

設置  

１  

相談者数： 33 人  

相談延べ回数： 367 回  

Ｂ  

 保健福祉事務所（登米保健所）

や 各 関 係 機 関 と 連 携 を 図 り な が

ら、被害者やその子どもたちが安

心して相談できる場面づくりや、

被害者に寄り添った相談業務を行

った。  

 今 後 も 関 係 機 関 と 連 携 を

図 り な が ら 相 談 業 務 を 遂 行

し、必要時にはカウンセリン

グ や 個 別 相 談 に つ な げ る な

ど、継続した支援を行う。  

子 育 て 支 援

課  

配偶者等から 暴力を

受けている被害者の子

どもに対する支援を行

います。  

【設置人員２人】  
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◆基本目標  ２  男女平等の意識改革  

男女共同参画社会の実現のためには、男女が社会のあらゆる場で、お互いの人権を尊重し、対等な立場で責任を

分かち合う社会を形成していくための意識改革を図ることが必要です。  

今なお「男は仕事、女は家庭」などの性別による固定的な役割分担意識があることから、男女共同参画社会の意

義について理解を深め行動に繋げてもらうため、意識啓発や情報提供を推進します。  

【施策の方向性】  

（１）男女共同参画の意識啓発の推進  

具体 的な取り組 み  実施

状況 
平成 30 年度事業内容・実績  評価 取組に対する評価・課題  今後の取り組み  主管課  

概要  

①広報やホームペー

ジを活用した意識啓

発の推進  

１  

 広 報 紙 及 び ホ ー ム ペ ー ジ へ の 掲

載、コミュニティ FM を活用した啓発

を行った。  

・宮城県いきいき男女・にこにこ子  

育て応援企業表彰受賞紹介（４月  

号）  

・ 101 人女子会参加者募集のお知ら  

せ（５月号）と開催時の内容等の  

報告（７月号）  

・男女共同参画に関する各種講座受  

講生募集（９月号）  

・男女共同参画の施策に関する推進  

状況報告書（ 10 月号）  

・OH-TO-ME カフェ、女子高生会議の  

開催時の内容等の報告（ 10 月号） 

・ワーク・ライフ・バランス企業セ  

ミナーに関するお知らせ（ 11 月  

号）  

・男女共同参画に関する市民アンケ  

ート実施のお知らせ（ 11 月号）  

・男女共同参画地域推進事業参加者  

募集（ 11 月号）  

Ｂ  

 男女共同参画の施策に関する推

進状況報告書をホームページに掲

載するとともに各相応支所窓口へ

設置し、広く推進状況の周知を行

った。  

 また、各種講座への参加者募集

については広報への掲載及び登米

コミュニティエフエムにおいても

周知を行った。講座開催後は、市

フェイスブックに内容を掲載し、

男 女 共 同 参 画 の 意 識 啓 発 に 努 め

た。  

 宮城県において表彰している、

女性も男性も働きやすく子育てし

やすい職場づくりに対し、特に優

れた取り組みをしている企業とし

て 市 内 ２ 企 業 が 選 ば れ た こ と か

ら、その内容を広報に掲載し、啓

発を行った。  

男 女 共 同 参 画 に 関 す る 市

民 ア ン ケ ー ト の 結 果 に お い

て、男女共同参画の必要性に

ついて、社会全体という大き

な枠の中で、共通認識を促す

よ う な ア プ ロ ー チ が 望 ま れ

ていることが伺えた。  

このことから、男女共同参

画週間や、女性に対する暴力

を な く す 運 動 期 間 な ど に 合

わせ、多くの市民にとって効

果 的 な 意 識 啓 発 を 図 る 方 法

について検討を行う。  

市民協働課  

あらゆる世代 の人々

が男女共 同参画の必要

性について共感できる

よう、身近な男女共同

参画に関する 情報の発

信を行い、意識の高揚

を図ります。  

②男女共同参画フォ

ーラムの実施  

３  

 これまでは人権擁護委員協議会と

の共催で実施してきたところだが、

平成 30 年度より男女共同参画フォ

ーラムを見直し、各種講座等の充実

を図ることとした。  

―  

  男 女 共 同 参 画 社 会 の 実 現

に向け、フォーラムという形

ではなく、各種講座や会議時

に お い て 学 習 機 会 の 提 供 に

努める。  

市民協働課  

男 女 共 同 参 画 を テ ー

マにした講演会を実施

します。  

【参加予定数 300 人】  
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具体 的な取り組 み  実施

状況 
平成 30 年度事業内容・実績  評価 取組に対する評価・課題  今後の取り組み  主管課  

概要  

③男女共同参画社会

に向けた各種取り組

みについての周知  

１  

 第３次登米市男女共同参画基本計

画の概要版パンフレットを講座・講

演会の際に配布した。また、公民館

等へ設置した。  

・女性リーダー養成講座： 26 部  

・女性会議： 18 部  

・女子高校生会議： 12 部  

Ｂ  

 登米市発行の２種類のリーフレ

ットを配布し、登米市の男女共同

参画の方針やワーク・ライフ・バ

ランスの内容について周知を行っ

た。  

 また、講座の開催にあわせ、内

閣府や宮城県発行のパンフレット

等も配布し、幅広い啓発を行った。 

 各 種 講 座 等 の 開 催 に 合 わ

せ、参加者に対しパンフレッ

ト等を配布し、登米市や県、

内 閣 府 等 の 男 女 共 同 参 画 に

関 す る 取 り 組 み に つ い て 周

知を図り、更なる啓発に取り

組む。  

市民協働課  

広 報 や パ ン フ レ ッ ト

等を活用し、各種取り

組みについての周知を

図ります。  

④人権を考える講演

会の実施  

１  

・中学生  

開催日：平成 30 年 10 月 11 日 (木 ) 

～ 12 日 (金 ) 

対  象：東和・登米・津山  

     各中学校生徒・保護者  

参加者： 400 人  

演題名：「さらなる一歩を踏み出  

    そう！」  

講  師：立木  早絵  氏  

    （シンガーソングライター） 

 

・一般  

開催日：平成 31 年２月２日（土） 

場  所：豊里公民館中ホール  

参加者： 160 人  

映  画：「君の笑顔に会いたくて」

上映会  

Ｂ  

・中学生  

 アンケート結果において、講演

会開始前の人権問題に対する関心

度は『まったくない』又は『少し

ある』という回答が全体を占めて

いたが、講演会終了後はほとんど

の回答で『関心や理解が深まった』

とあり、講演会による高い啓発効

果があったと認められる。  

 

・一般  

 参加者に対し、アンケート調査

を行った。アンケート結果におい

て、終了後は 99％の方が『関心や

理解が深まった』とあり、高い啓

発効果があったと認められる。満

足度についても 94％の方が『大変

満足した』『満足した』と回答があ

り 参 加 者 に も 好 評 な 内 容 で あ っ

た。  

・中学生  

平成 30 年度から新たな講

師を招き、３年計画で市内全

中 学 校 を 一 巡 す る よ う 実 施

す る 計 画 で 講 演 会 を 行 っ て

いる。令和元年度は 10 月に

佐沼・新田・石越中学校で行

う予定である。  

 

・一般  

令和元年度は 11 月～２月

に 人 権 講 演 会 を 開 催 予 定 で

ある。  

市民生活課  

 

市民及び中学 生を対

象にした講演会を開催

し、人権尊重の意識高

揚を図ります。  

【一般：参加予定数 300

人】  

【中学校：３年間で全

中学校を実施】  
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具体 的な取り組 み  実施

状況 
平成 30 年度事業内容・実績  評価 取組に対する評価・課題  今後の取り組み  主管課  

概要  

⑤人権の花運動の実施 

１  

人権擁護委員と産業高等学校生徒

が花苗の植栽を小学生と一緒に行っ

た。  

開催日：平成 30 年５月７日 (月）  

～ 11 日 (金 ) 

実施校：加賀野・佐沼・南方・  

米岡・登米小学校  

 市内計５校  

Ｂ  

 担当教諭に対し、アンケート調

査を行った結果、実施５校中全校

で『人権尊重意識の啓発効果があ

った』という回答があり、当運動

に よ り 人 権 に 対 す る 関 心 が 高 ま

り、理解を深める効果があった。  

 また、加賀野・佐沼小学校では、

登米総合産業高校の生徒と一緒に

植栽を行ない、人権尊重の意識を

高めた。  

 令和元年度は、５月中旬に

北方・浅水・米川・横山・中

津 山 小 学 校 に 苗 栽 培 セ ッ ト

の配布と植栽を行う。  

市民生活課  

花の苗などを 児童が

協力しながら育成する

ことを通して、協力や

感謝することの大切さ

を培うための教育を推

進します。  

【小学校５校 /年】  

 

 

（２）関係機関等からの情報収集と市民等への情報提供  

具体 的な取り組 み  実施

状況 
平成 30 年度事業内容・実績  評価 取組に対する評価・課題  今後の取り組み  主管課  

概要  

①男女共同参画に関

する情報の収集と提

供  

１  

 宮城県内で行われた講演会や講座

に職員が参加し、情報の収集を行っ

た。  

・ Work&Women in Innovation Summit 

 2018（仙台市）  

・ワーク・ライフ・バランスセミナ  

ー（仙台市）  

・ HAPPY WOMAN FESTA（仙台市）  

・働き方・休み方改革シンポジウム  

（仙台市）  

・日本創生のための将来世代応援知  

事同盟サミット in みやぎ  

Ｂ  

 宮城県内で開催された講演会等

に参加することで、先進的な事例

や研究成果等についての情報を収

集することができた。  

 情報収集結果については、平成

30 年度及び 31 年度に実施する事業

の計画にあたり、事業方向性の決

定や講師選定に活用することがで

きた。  

各 種 講 座 や 説 明 会 等 に 積

極的に参加し、先進事例等に

ついて情報収集を行う。  

 また、国の政策や他自治体

の 取 り 組 み 等 に つ い て も 情

報を収集し、今後実施する事

業の計画等に生かしていく。 

市民協働課  

 

国内外の動き や他自

治体等の取り組みにつ

いて情報を収集し、ホ

ームページや広報を活

用 し て 提 供 を 図 り ま

す。  
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（３）調査研究・分析の推進  

具体 的な取り組 み  実施

状況 
平成 30 年度事業内容・実績  評価 取組に対する評価・課題  今後の取り組み  主管課  

概要  

①各種施策に関する

市民アンケート等の

実施  

１  

 市の教育行政の取組状況を、住民

アンケートや設定した各項目の実数

値 に よ り 評 価 し た 「 教 育 行 政 評 価  

登米市の教育通信簿」としてとりま

とめを行った。  

  

Ｂ  

教育委員会４項目、学校教育 22

項目、社会教育 14 項目、社会体育

10 項目、教育行政５項目、全体で

55 項目について評価を行った。男

女の性差なく公平な評価ができる

よう、市民対象のアンケート（評

価項目 10 項目）を行い、前年度を

42 人上回る 2,085 人から回答があ

った。目標達成項目は 55 項目中 31

項目で、昨年度より９項目増加し、

総合評価についても５段階評価で

「 4.11」となり、前年度の「 3.94」

より若干の向上が見られた。  

市 民 に 分 か り や す い 形 で

評価を行い、公表するととも

に、その評価結果や市民の意

見 を 事 務 事 業 に 反 映 さ せ る

ため、「登米市の教育通信簿」

を 含 め た 教 育 行 政 評 価 に つ

いては、評価・検証方法の見

直しや改善を図った後に、教

育委員会、議会に報告するこ

ととしている。併せて、ホー

ムページでの公表も行う。  

教育総務課  

 

子育てや介護 、人権

教育、生涯学習など、

各種取組みにつ いての

現状及び課題を把握す

るため、市民アンケー

ト及び登米市の教育通

信 簿 に よ る 調 査 を 行

い、施策に反映させま

す。  

１  

「子ども・子育て支援事業計画（平

成 27 年度～ 31 年度）」における事業

量の見込み・確保方策について、平

成 29 年度実績の点検・評価を行うと

ともに、次期計画策定に向けたニー

ズ調査を実施した。  

Ｂ  

検証及びニーズ調査によって明

らかになった施設の整備等に応じ

た事業運営、子育てに関する施策

の検討を行うことが必要となって

いる。  

第 １ 期 計 画 の 評 価 検 証 を

行うとともに、平成 30 年度

に 実 施 し た ニ ー ズ 調 査 結 果

を踏まえ、事業量の見込み・

確保方策を分析・検証し、令

和 ２ 年 度 か ら の 次 期 計 画 の

策定作業を行う。  

子 育 て 支 援

課  
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具体的な取り組み   実施

状況 
平成 30 年度事業内容・実績  評価 取組に対する評価・課題  今後の取り組み  主管課  

概要  

①各種施策に関する

市民アンケート等の

実施  

３  

第８期介護保険事業計画策定に向

け、介護予防・日常生活圏域ニーズ

調査を令和元年度に実施する予定で

あったため平成 30 年度は実施して

いない。  

―  ―  

介護予防・日常生活圏域ニ

ーズ調査を今年度実施し、高

齢 者 の 要 介 護 状 態 に な る リ

ス ク の 発 生 状 況 及 び 各 種 リ

ス ク に 影 響 を 与 え る 日 常 生

活の状況を把握し、介護保険

事業の基礎資料とする。  

長寿介護課  

子育てや介護 、人権

教育、生涯学習など、

各種取組みについての

現状及び課題を把握す

るため、市民アンケー

ト及び登米市の教育通

信 簿 に よ る 調 査 を 行

い、施策に反映させま

す。  

１  

第４次男女共同参画基本計画・行

動計画を策定するための基礎資料と

することを目的とし、アンケートを

実施した。  

調査方法：行政区長による配布及  

び郵送による回収  

調査対象： 18 歳以上の登米市民  

3,000 人（無作為抽出） 

調査期間：平成 30 年 10 月 30 日  

     ～平成 30 年 11 月 16 日  

回  収  率： 38.8％  

Ｂ  

調査では男女平等に対する意識

やワーク・ライフ・バランス及び

DV の相談窓口の認知度のほか、行

政が取り組むべきことなどについ

て回答をいただいた。  

平成 26 年３月の調査値と比較し

た結果、性別による固定観念を持

たない人が増えているものの、男

女共同参画社会の内容や DV の相談

窓口の認知度が低いことが分かっ

た。  

ア ン ケ ー ト 結 果 は 第 ４ 次

男女共同参画基本計画・行動

計 画 の 策 定 の た め の 基 礎 資

料とするだけではなく、男女

共 同 参 画 社 会 を 実 現 す る た

め の 事 業 や 市 民 の ニ ー ズ に

応 え る 事 業 を 実 施 す る た め

に活用する。  

市民協働課  
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◆基本目標  ３  男女平等教育の推進  

  男女共同参画社会を実現するためには、一人ひとりが男女共同参画についての正しい意識を持つことが必要であ

ることから、子供から大人まで、性別にとらわれずに社会のあらゆる分野で個性と能力を十分に発揮できるよう、

男女共同参画の視点に立った教育・学習機会の充実を図ります。  

【施策の方向性】  

（１）男女共同参画の視点に立った学校教育の推進  

具体 的な取り組 み  実施

状況 
平成 30 年度事業内容・実績  評価 取組に対する評価・課題  今後の取り組み  主管課  

概要  

①キャリアセミナー

の実施  

１  

・小学校  

 志教育の視点で各教科・領域にお

いて実施した。  

・中学校  

 全中学校を対象に実施した（キャ  

リアセミナー、職場体験、職場調べ）。 

Ｂ  

 各 小 中 学 校 に お い て 志 教 育 の

「もとめる・かかわる・はたす」

の３つの視点から取り組もうとす

る意識の高まりが見られる。特に

各小中学校において男女分け隔て

なく、グループ活動に取り組む様

子が見られた。  

 こ れ ま で の 取 組 み を 継 続

させていく。また地域との連

携をさらに強化し、児童・生

徒 自 身 が 活 動 の 質 の 向 上 を

図っていく。  

学校教育課  

児童生徒が、 「男ら

しさ」「女らしさ」に

よる固定的な考え方に

とらわれずに、適正や

能力に応じた進路を選

択する力を培う教育を

推進します。  

【全中学校 /年】  

②人権教育の推進  

１  

・道徳の価値項目の中での指導を行

った。  

・特別活動  

 学校行事や各種体験活動として、

学校ごとに実施した。  

・人権作文の取組や人権教室の開催。 

Ｂ  

 小学校では平成 30 年度から道徳

が教科となり、道徳教育が充実し

てきている。中学校では人権作文

の取組みや人権教室を開催し、人

権に対する生徒の心を育てる取組

を行った。自主的に考えて、発表

する主体的な態度が育成されてき

ている。  

 小学校では平成 30 年度か

ら、中学校では平成 31 年度

度 か ら 道 徳 が 教 科 と な る こ

とから、人権教育や体験活動

において、いじめ問題等への

対応も含め、児童・生徒の心

を 育 て る 取 組 み を 推 進 し て

いく。  

人権尊重を基 本とし

た男女平等教育の推進

を図ります。  
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具体的な取り組み   実施

状況 
平成 30 年度事業内容・実績  評価 取組に対する評価・課題  今後の取り組み  主管課  

概要  

③一日入学 (園 )を活

用した説明会の実施  

１  

 市内幼稚園全園（ 11 園）、市内小

学校全校（ 22 校）で実施した。  

Ｂ  

 男女が協力して子育てに関わる

ことについての学習機会の場とな

るよう、例年どおり実施した。  

保 護 者 と の 連 携 を 更 に 強

化 す る 側 面 か ら も 内 容 等 の

充実を含め検討する。  

学校教育課  

一日入学等の 多くの

保護者が集まる機会を

活用して、家庭生活に

おける男女共同参画に

つ い て 理 解 を 深 め ま

す。  
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（２）多様な選択を可能にする生涯学習機会の充実  

具体 的な取り組 み  実施

状況 
平成 30 年度事業内容・実績  評価 取組に対する評価・課題  今後の取り組み  主管課  

概要  

①総合型地域スポー

ツクラブへの支援  

１  

総合型地域スポーツクラブにおい

て、子どもからシニア世代を対象に

した各種スポーツ教室、サークル活

動等を実施。  

参加者数： 58,950 人  

Ａ  

 市民の健康志向やライフスタイ

ルに応じた多彩な教室（ウォーキ

ング・ヨガ・レクダンス・フィッ

トネス等）が展開されており、開

催時間の設定も考慮されるなど、

スポーツ参加の環境づくりが促進

され、幅広い年代層の男女の参加

につながっている。  

 今後とも、各クラブの活動を支

援し、スポーツ機会の提供に努め

ていく。  

 引 き 続 き ス ポ ー ツ 機 会 を

提供するとともに、各クラブ

の巡回訪問、意見交換により

課題を掘り起こし、今後の支

援のあり方に努めていく。  

生涯学習課  

 生涯スポーツにおけ

る男女の健康支援のた

め、年齢や性別 による

運動習慣やニーズの違

いを踏まえ、あらゆる

年代の参加を促進する

ための環境の整備を図

り、スポーツ活動を行

う習慣づくりを推進し

ます。  

【（参加者数）平成 26

年 度 実 績 50,802 人 ⇒

平成 32 年度までの目

標 56,000 人】  

②長生大学、先人大

学等の実施  

１  

 社会教育（公民館）事業の世代別

事業の中で、各種講座等高齢者を対

象とした事業を、指定管理施設であ

る公民館・ふれあいセンターで実施

している。  

 また、高齢者のスポーツ推進及び

健康の維持・増進、生涯スポーツの

普及を図るために、グラウンドゴル

フ大会、ユニカール大会、ゲートボ

ー ル 大 会 等 も 併 せ て 実 施 さ れ て い

る。  

Ｂ  

高齢者を対象にした事業は参加

人数も多く、事業についての実施

要望も多いことから、各公民館・

ふれあいセンターの主要事業の一

つとして行っている。  

 特に健康づくりを目的とした講

座は、健康の維持・増進に留まら

ず 生 き が い づ く り に 繋 が っ て い

る。  

 参加者が固定化しつつある講座

があり、内容の見直しも必要であ

る。  

各公民館・ふれあいセンタ

ーにおいて、高齢者を対象と

し た 本 事 業 の 継 続 を 支 援 す

る。  

また、文化系事業の開催を

検討し、新たな参加者の増加

を図る。  

生涯学習課  

男女が心身と もに健

康で、明るく生きがい

のある社会を構築する

ため、性差なく取組む

高齢者スポーツの体験

を通した健康増進や、

互いを労わりあう意識

の醸成を促す講座を開

催します。  
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具体 的な取り組 み  実施

状況 
平成 30 年度事業内容・実績  評価 取組に対する評価・課題  今後の取り組み  主管課  

概要  

③親子交流型講座の

実施  

１  

南方町域の幼稚園、南方保育所の

園児、保護者を対象とした「子育て

講座」を実施した。  

開催数：４回（ 6/8、 6/19、 7/8、 

10/27）  

延べ参加者数： 387 人  

Ｂ  

親子が触れ合い、楽しみながら

絆を深める講座であった。講座を

通して親子の触れ合い、家庭の子

育て力を育むことが出来た。  

社会環境、家庭環境が変化

している中で、子育てや家庭

教 育 の 大 切 さ を 実 感 し て い

ただけるよう、育児支援を行

っていく。  

生涯学習課  

（ 南 方 教 育

事務所）   家族が互いに協力し

合うことの重要性や、

家庭生活の大切さなど

を学ぶ機会を提供しま

す。  

【（幼稚園、保育所）  

４箇所 /年】  

④中学生の子育て理

解講座  

１  

南方中学校の生徒を対象に、「明日

の親となる中学生の子育て理解講

座」を実施した。  

                                       

開催日：平成 30 年 11 月 28 日（水） 

              

参加者：南方中学校３学年 78 人、 

ボランティア２人、赤ち  

ゃん抱っこ体験協力６  

組                                     

内容講話：「性と生について知ろ  

う！考えよう！」  

体  験：（赤ちゃん抱っこ体  

験、妊婦スーツ体験）                            

講  師：市健康推進課  

 伊藤技術主査  

Ｂ  

生徒は、講座を通して「命の尊

さ」「家族」「子育て」の大切さを

実感したと思われる。  

家族、子育て、命の大切さ

を中学生に伝えていくため、

今後も実施していく。  

生涯学習課  

（ 南 方 教 育

事務所）  
家族が互いに 協力し

合うことの重要性や、

家庭生活の大切さなど

を学ぶ機会を提供しま

す。  

【１校 /年】  
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（３）男女平等の視点に立った性に関する教育・啓発の充実  

具体 的な取り組 み  実施

状況 
平成 30 年度事業内容・実績  評価 取組に対する評価・課題  今後の取り組み  主管課  

概要  

①性と生の講座  

１  

・性と生の講座  

 性といのちの大切さを中心とし、

中・高校と連携して実施。助産師・

保健師・栄養士が従事した。  

開催校：市内９校（高校２校・中  

学校７校）  

参加生徒数： 966 人  

 

Ａ  

 実際の赤ちゃんに触れたり、沐

浴を体験することで、より命の大

切さや自分自身が大切にされてき

たことを実感したようだった。ま

た、栄養士から「いただきますの

意味」について学び、食といのち

の大切さを感じることができた。

また、事後のアンケートでは、事

前アンケートより自己肯定感が２

割高くなった。  

 様 々 な ワ ー ク の 工 夫 を し

て 、 具 体 的 に 理 解 で き る よ

う 、 参 加 型 を 考 え て 行 い た

い。また、実施していない中

学校については、教育委員会

と 連 携 し 働 き か け を し て い

く。  

健康推進課  

命 の 重 要 性 と と も

に、自分が必要とされ

ているという心を育て

るための研修会を実施

します。  

【市内の高等学校 ３校

/年】  

【 中 学 校 ７ 校 /年 ⇒ 平

成 32 年度までに全中

学校 /年で実施予定】  

②思春期こころとか

らだの元気サポータ

ー養成講座  

１  

市内の高校と連携し、「性と生の講

座」の事業とタイアップして思春期

の 心 と 性 に つ い て の 学 習 を 実 施 し

た。  

 開催校：２校  

 参加生徒数： 302 人  
Ｂ  

 参加者は真剣に聞いており、い

のちの大切さや他人への思いやり

の心、自分の存在価値について振

り返る機会になっている。  

また高校生は思春期の不安定なメ

ンタル時期でもあるが、若年者の

ＳＯＳ出し方教育にもつながって

いる。  

 講 座 後 に 生 徒 フ ォ ロ ー が

必要な場合、養護教諭に委ね

ることも可能なので、高校と

連 携 し て 事 業 展 開 が で き る

のは効果的と考える。そこで

学校と連携しながら学べ、今

後 も 中 高 生 を 対 象 に 実 施 し

ている「いのちの教室」の中

で実施していく。  

健康推進課  

命 の 重 要 性 と と も

に、自分が必要とされ

ているという心を育て

るための研修会を実施

します。  

【高校生受講者 30 人 /

年】  
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具体 的な取り組 み  実施

状況 
平成 30 年度事業内容・実績  評価 取組に対する評価・課題  今後の取り組み  主管課  

概要  

③道徳教育や保健教

育、学級活動の推進  

１  

・道徳の価値項目の中での指導を行

った。  

・特別活動を学級活動で実施した。  

・保健体育での指導を行った。  

Ｂ  

互いに相手を理解し、尊重する

心など、各教科及び領域のねらい

は達成できている。  

年 間 指 導 計 画 に 基 づ い て

確実に実施していく。    

学校教育課  

思春期にある 生徒に

対して、保健教育、道

徳、学級活動等を通じ

て心身の発育・発達や

変化など、人間の性の

成熟について理解を深

め、互いに相手を理解

し、尊重する心情や態

度を育てます。  
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《基本方針 Ⅱ 男女が共に参画するまちづくり》 

○評価の概要 

基本方針Ⅱについては、 35 事業の評価を行いました。  

重点目標としている「基本目標１  地域における男女共同参画の推進」「基本目標２  家庭生活における男女共同

参画の推進」については、男女共同参画の視点に立った地域づくりの推進や、意思決定及びコミュニケーション能力

向上を目指した女性リーダーの育成、子育て支援に関わる市民活動等に対する相談会を実施するなど、男女共同参画

意識の浸透を図ったほか、家事や育児に対する意識の向上を目指す講座を実施しました。今後は各種会議や講座の参

加者ネットワークの構築を図るなど、市民活動が活発化する環境の整備に努めます。  

また、「基本目標３  職場における男女共同参画の推進」については、市内企業向けセミナーにおける男女の均等

雇用待遇等についての意識啓発や、就労形態の多様化に対応した延長保育事業を実施するなど、女性の就業機会の確

保に取り組みました。今後も女性が働きやすく、子育てしやすい環境を整えるため、ニーズに応じた保育事業の実施、

企業等に対する職場ハラスメントの防止啓発など環境整備に努めます。  

 

 

○評価基準 
 

 

 

 

 

  

 

 

【実施状況】  

１．実施した  

２．検討したが実施しなかった  

３．検討しなかった  

 

【評価基準】  

Ａ．計画以上の成果を上げた  

Ｂ．計画どおりの成果があった  

Ｃ．成果をあげることができなかった  
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◆基本目標  １  地域における男女共同参画の推進【重点目標】  

地域社会においては、性別による固定的な役割分担意識から生じる習慣等が依然として強く残っていることから、

地域活動に男女が共に参画することの必要性や重要性について啓発を進めるとともに、女性が地域で活躍できる環

境整備に努めます。  

【施策の方向性】  

（１）男女共同参画の視点に立った地域活動の推進  

具体 的な取り組 み  実施

状況 
平成 30 年度事業内容・実績  評価 取組に対する評価・課題  今後の取り組み  主管課  

概要  

①地域活動における

男女共同参画につい

ての啓発の推進  

１  

 市内 21 コミュニティにおいて策

定した地域づくり計画に基づく事業

の実施にあたり、各コミュニティに

対し、女性や子育て世代の意見を取

り 入 れ な が ら 行 う よ う 助 言 を 行 っ

た。  Ｂ  

男女共同参画の視点を取り入れ

た地域づくり活動が実践された。  

男 女 が 共 に 市 民 活 動 に 参

画できるよう、先進事例等の

情報を収集し、提供を行う。 

市民協働課  

地域づくりに 関する

会議や研修会等あらゆ

る機会を捉えながら、

地域活動の場へ年代を

問わず男女が参画する

ことの必要性について

啓発を行います。  

②知的障害者社会参

加促進事業の実施  

１  

知的障害者の社会参加を促進する

ため、登米市手をつなぐ育成会と業

務委託契約を締結し各種事業を行っ

た。  

（参加者総数： 375 人）  

Ｂ  

知的障害者がコミュニケーショ

ン文化・スポーツ活動等の社会参

加を通じて、日常生活の質的向上

を図るとともに、地域社会の一員

として相互交流を深めることがで

きた。  

 知 的 障 害 者 の 社 会 参 加 を

促進するため、継続した支援

を実施していく。  

生活福祉課  

障がいの有無 にかか

わらず、ともに参加で

きるイベント等の開催

により、障がい者の社

会参加を促進し、地域

社会の一員として相互

交流を促進します。  

【参加予定数 400 人 /

年】  
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具体 的な取り組 み  実施

状況 
平成 30 年度事業内容・実績  評価 取組に対する評価・課題  今後の取り組み  主管課  

概要  

③手話通訳相談員の

設置・派遣  

１  

 手話通訳相談員１人を配置し、イ

ベント等への派遣を行い、障がい者

の社会参加を促進した。  

 

・手話通訳相談員の派遣等による相  

談  

受付数： 10 人  

（うち障がい者  ３人）  

Ｂ  

 イベントにおける手話通訳や手

話教室等への派遣依頼が増えてお

り、手話通訳相談員が認知されて

きている。派遣依頼の増加に伴い、

相談受付数も増加しており、効果

的な事業を実施している。  

 障がい者の社会参加、障が

い 者 に 対 す る 理 解 促 進 の た

め、手話通訳相談員の派遣を

継続していく。  

生活福祉課  

手話通訳相談 員の派

遣により、障がい者の

社 会 参 加 を 促 進 し ま

す。  

【設置人員１人】  

④公園・道路等のバ

リアフリー化の推進  

２  

 平成 26、27 年度に実施したバリア

フリー調査の結果をもとに、バリア

フ リ ー 化 基 準 に 満 た な い 公 園 施 設

（トイレ・水飲み場、階段、駐車場

等）の改修計画案について、都市公

園の利用者数などを勘案し、優先順

位等を再度検討した。  

―  

 

 

 

―  

 今後も引き続き、改修計画

案の検討を行い、計画策定に

向けて取り組む。また、公園

施設の修繕の際には、バリア

フ リ ー 化 基 準 に 沿 っ た も の

とする。  

住 宅 都 市 整

備課  

高齢者や障が い者、

妊婦や子ども連れの方

など、全ての男女が安

全に地域活動に参画で

きるよう環境の整備を

図ります。  

１  

 平成 30 年度に工事を実施した道

路整備事業 28 路線のうち、歩道設置

（バリアフリー化）を計画している

３路線については、すべて歩道と車

道との段差がないフラット型を実施

あるいは整備中である。  

Ａ  

歩道設置路線については、すべ

て計画どおりフラット方式で設置

することができた。  

 歩道を設置しない路線について

は、隣接用地との段差を十分考慮

した設計に心掛け、路線設計に取

り組んでいる。  

 今 後 も 新 規 計 画 路 線 に つ

いて、歩道の設置を計画する

場合、公園などの公共施設か

らの道路乗入について、バリ

ア フ リ ー を 念 頭 に 置 い た フ

ラ ッ ト 型 で の 設 計 検 討 を 行

っていくこととする。  

道路課  
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具体 的な取り組 み  実施

状況 
平成 30 年度事業内容・実績  評価 取組に対する評価・課題  今後の取り組み  主管課  

概要  

⑤健康教育の推進事

業の実施  

１  

・健康教育  

 各総合支所等において、地域のニ

ーズに即した健康教室を開催した。  

  実施回数： 385 回  

  延べ参加者数： 13,510 人  

・プログラム提供事業  

  実施回数： 10 回  

 延べ参加者数： 369 人  

（栄養 :3 回・口 :1 回・脳トレ : 

1 回・運動 :7 回）  

・健康づくりネットワーク研修会  

 実施回数： 2 回  参加者数： 50 人  

Ｂ  

通常の健康教育に加え、公民館

への健康プログラム提供事業を実

施し、内容の充実を図るとともに

対象者の年齢層の幅を広げ、男性

の参加も促すことができた。また、

健康づくりネットワーク研修会で

公民館や講師の方々と健康課題を

共有し、協働での健康づくりに向

け意識を高めることができた。  

 公 民 館 や 講 師 の 方 々 と 更

に ネ ッ ト ワ ー ク の 充 実 を 図

り、健康課題を共有し、協働

での健康づくりを推進する。 

健康推進課  

男女がともに 、健康

状態に応じて適切に自

己管理を行い、生涯を

通じて健康に生活でき

るよう、地域の実情に

応じた健康づくりを推

進する体制の充実を図

ります。  

【 96 回 2,400 人 /年】  

⑥食生活改善推進事

業の実施  

１  

・生活習慣病重症化予防事業  

 特定健診受診後、該当者 106 人に

対し、受診勧奨通知と返信用はがき

による受診状況の確認を実施した。

受 診 拒 否 や 返 信 の な い 市 民 に 対 し

て、電話や訪問による指導を実施し

た。  

Ｂ  

 対象者を、リスクの高い方に絞

り、訪問を基本に実施した。  

 本人や家族へアプローチができ

た場合は受診につながっているこ

とが多い。しかし、本人不在等の

場 合 は 資 料 の み 配 布 の 対 応 と な

り、未受診のままの傾向にあるこ

とから、受診につながらない方に

ついての生活背景の傾向を探り、

スタッフ間で共有した。  

 本 人 に ア プ ロ ー チ で き な

い場合や、受診につながらな

い方について、対象者の生活

背景の傾向を踏まえ、対応を

検討する。  

健康推進課  

男女がともに 、健康

状態に応じて適切に自

己管理を行い、生涯を

通じて健康に生活でき

るよう、地域の実情に

応じた健康づくりを推

進する体制の充実を図

ります。  

【 136 回 2,625 人 /年】  
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具体 的な取り組 み  実施

状況 
平成 30 年度事業内容・実績  評価 取組に対する評価・課題  今後の取り組み  主管課  

概要  

⑦健康ウォーキング

推進事業の実施  

１  

これまでの活動を継続し、ウォー

キング推進事業を実施した。  

・ウォーキング事業  

参加数： 3,023 人  

（内訳）  

① イ オ ン タ ウ ン と 共 催 に よ る タ

ウンウォーキング  

  対象：一般  

  実施回数： 9 回  

  参加者数：延 245 人  

 ②子育て支援講座とのタイアップ  

  実施回数： 1 回  

  参加者数： 15 組 31 名  

③メイヤーズウォーク  

  実施回数： 1 回  

  参加者数： 102 人  

④登米市オリジナル歩き旅の継続  

 運用  

  登録者数： 2,645 人  

（Ｈ 31.3.31 現在）  

・ウォーキングマップとめ Vol.1、

Vol.2 によるウォーキングコースの

紹介  

 

Ｂ  

ウォーキング推進事業を継続実

施した。  

タウンウォーキングでは、新た

な試みとして、子育て支援講座と

のタイアップを実施し、子育て中

でも取り組みやすい運動等のアド

バイスを行い、子育て世代の運動

習慣の啓発を図った。  

 登米市オリジナル歩き旅の運用

によって働き盛り世代へのアプロ

ーチを行っていたが、委託先企業

のサービス終了に伴い、平成 31 年

３ 月 末 を も っ て 終 了 と な っ た た

め、当該世代に対しての新たな働

きかけが必要である。  

健康寿命の延伸は、市民の

意 識 改 革 が カ ギ と な る こ と

から、引き続き、各種団体と

の 協 働 に よ る 事 業 を 実 施 す

る。  

 また、宮城県で運用するウ

ォ ー キ ン グ ア プ リ 等 を 活 用

し、働き盛り世代へのウォー

キングの啓発を実施する。  

健康推進課  

男女がともに 、健康

状態に応じて適切に自

己管理を行い、生涯を

通じて健康に生活でき

るよう、地域の実情に

応じた健康づくりを推

進する体制の充実を図

ります。  

【 平 成 26 年 度 実 績

1,140 人⇒平成 32 年度

までに 1,750 人】  
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（２）防災における男女共同参画の推進  

具体 的な取り組 み  実施

状況 
平成 30 年度事業内容・実績  評価 取組に対する評価・課題  今後の取り組み  主管課  

概要  

①女性防災指導員の

育成  

１  

 平成 30 年度末現在の防災指導員

数は 362 名であり、うち女性は 25

名となっている。  

 フォローアップ講習（５年を目安

に受講）には、女性２名が受講し、

各グループに女性目線での意見が取

り入れられた。  
Ｂ  

 フォローアップ講習における災

害図上訓練では、女性の立場に立

った意見が出され、参加者にとっ

て非常に有意義な訓練となった。  

 前年度の評価を基に、積極

的 な 呼 び か け や 防 災 指 導 員

講習会開催について通知し、

多 く の 方 に 受 講 し て い た だ

けるよう努め、女性防災指導

員の育成を行っていく。  

 女 性 防 災 指 導 員 の 育 成 を

通して、災害時における、多

様 な ニ ー ズ を 把 握 し 防 災 対

策に生かしていく。  

防災課  

災害時の初動 活動に

おいて、女性の視点を

反映させるため、地域

防災のリーダーとなる

女性防災指導員を育成

します。  

②男女共同参画の視

点を取り入れた地域

防災対策講座の実施  

１  

 宮城県と登米市の共催事業である

「男女共同参画・多様な視点からの

防災実践講座」を実施した。  

・開催コミュニティ（実施希望団体） 

実施団体：錦織地域振興会  

参加者数： 54 人  

Ｂ  

せんだい男女共同参画財団の方

を講師に招き、設置から１週間が

経過した避難所の運営委員と想定

したワークショップを行った。見

落としがちな性別や障がいによる

ニーズの違いなど、起こりうる問

題や課題について、どう対応して

いくかを話し合ったことで、男女

共同参画の視点を踏まえた防災・

減災の取組を推進するための一助

とすることができた。  

 これまで、年に数団体のコ

ミ ュ ニ テ ィ を 対 象 に 地 域 防

災 実 践 講 座 を 実 施 し て き た

ところだが、現在、各コミュ

ニ テ ィ に お い て 各 種 関 係 機

関 の 協 力 の も と 防 災 講 座 や

避 難 訓 練 等 が 独 自 に 行 わ れ

ているところである。  

 令 和 元 年 度 か ら は 新 た に

講座を開催するのではなく、

県 が 作 成 し た 「 男 女 共 同 参

画・多様な視点  みんなで備

える防災減災のてびき」を、

各 地 区 で 実 施 す る 防 災 訓 練

や講座で配布することで、多

く の 市 民 に 周 知 を 図 っ て い

く。  

市民協働課  

性別や年齢、 障がい

の有無等様々なニーズ

の違いに配慮した防災

対策や災害時の対応が

図れるよう、男女共同

参画の視点を取り入れ

た地域防災対策講座を

実施します。  

【コミュニティ４ /年】 
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（３）男女共同参画の視点を持ったコミュニティリーダーの育成・支援  

具体 的な取り組 み  実施

状況 
平成 30 年度事業内容・実績  評価 取組に対する評価・課題  今後の取り組み  主管課  

概要  

①女性セミナー  

１  

 社会教育事業として各公民館・ふれ

あいセンターにおいて、女性が地域の

リ ー ダー と して 活躍 でき る よう 育 成

す る こと を 目指 し女 性セ ミ ナー を 行

った。  

 この他にも公民館・ふれあいセンタ

ー で 女性 の ため の講 座を 多 く実 施 し

ている。  

・迫公民館   ７回開催  195 名参加  

・新田公民館  ６回開催  209 名参加  

・錦織公民館  ５回開催   65 名参加  

・石森ふれあいセンター  

   11 回開催  194 名参加  

・宝江ふれあいセンター  

        ６回開催   81 名参加  

・上沼ふれあいセンター  

        ６回開催  123 名参加  

・浅水ふれあいセンター  

 10回開催  201名参加  

・豊里公民館   ６回開催  129 名参加  

・中津山公民館７回開催  366 名参加  

・石越公民館  ６回開催  168 名参加  

・津山公民館   １回開催   20 名参加  

・登米公民館   ４回開催   56 名参加  

Ｂ  

 各公民館・ふれあいセンターに

おいて、社会教育事業の一つであ

る女性を対象としたセミナー（講

座）が開催されている。  

 また、セミナー以外にも女性の

ニ ー ズ を 取 り 入 れ た事業 を 開 催

し 、 参 加 者 の 拡 大 が図ら れ て い

る。   

 地 域 コ ミ ュ ニ テ ィ 等 の 場

で 活 躍 す る 女 性 リ ー ダ ー の

育 成 を 目 指 す 本 事 業 の 継 続

を支援する。  

 また、孤立した子育てが問

題視されている中、若い世代

が 子 育 て し や す い 環 境 づ く

り の 支 援 と な る 事 業 を 開 催

するとともに、コミュニティ

への参画を促進する。  

生涯学習課  

コミュニティ や自治

会など様々な活動の場

へ、多様な年代の参画

を促進し、男女双方の

視点を活かした地域づ

くりを推進します。  

【定員 30 人 /年】  
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具体 的な取り組 み  実施

状況 
平成 30 年度事業内容・実績  評価 取組に対する評価・課題  今後の取り組み  主管課  

概要  

②コミュニティリー

ダー養成講座  

１  

 女性リーダー養成講座を開催した。 

・女性リーダー養成講座  

『 OH!TOME カフェ』  

開催期間：平成 30 年 10 月全４回  

 対  象：市内に在住する 20 代～ 60 

     代までの女性  

参加者： 26 人  
Ａ  

 男 女 共 同 参 画 の 基礎講 座 を 含

む、女性の意思決定やコミュニケ

ー シ ョ ン 能 力 向 上 のため の 演 習

や、地域における課題を発見する

ワークショップなど、実践的な講

座を実施した。  

 こ れ ま で は 全 ６ 回の連 続 講 座

だったため、受講生の確保が課題

となっていたが、平成 30 年度か

ら 全 ４ 回 の 昼 夜 ２ 部構成 に し た

ことで参加しやすい環境となり、

新 規 参 加 者 を 大 幅 に増加 さ せ る

ことができた。  

 令 和 元 年 度 も 前 年 度 と 同

様の昼夜２部構成とし、より

多くの女性が興味を持ち、参

加しやすい講座となるよう、

内 容 や 時 期 等 を 検 討 す る と

ともに、受講者には市政への

女 性 参 画 を 推 進 す る た め 、

「女性人材リスト」への登録

を働きかける。  

 受 講 後 に 地 域 活 動 等 へ の

参画が図れるよう、地域の各

種 団 体 と の 交 流 を 行 う と と

もに、ネットワークの構築を

図る。  

市民協働課  

多様な視点を 活かし

た地域づくりを行うた

め、地域の意思決定の

場で活躍できる女性人

材を育成します。  

【定員 25 人 /年】  

 

 



- 32 - 

（４）男女共同参画を推進する団体等の育成・支援  

具体 的な取り 組 み  実施

状況 
平成 30 年度事業内容・実績  評価 取組に対する評価・課題  今後の取り組み  主管課  

概要  

①地域活動における

先進的な取り組み事

例の発信  

１  

男女共同参画を推進する人材を育

成するため、女性リーダー養成講座

の内容に、受講後の活動に生かせる

よう、女性の視点で地域の特性や課

題を明らかにし、その解決方法を探

るワークショップ等を盛り込んだ。  

 また、各種講座のチラシをとめ市

民活動プラザや各総合支所等に提供

し、情報発信を行った。  

Ｂ  

 女性リーダー養成講座の受講生

については、受講生同士のネット

ワ ー ク を 活 用 し て 地 域 活 動 に 参

加・参画している方も見られ、人

材育成の観点から成果があったと

考える。  

 男 女 が と も に 市 民 活 動 に

参画できるよう、先進事例等

の情報を収集するとともに、

その提供を行っていく。  

市民協働課  

男女がともに 市民活

動に参画できるよう、

市民活動に関する情報

の提供を行います。  

②市民活動団体の交

流事業の実施による

男女共同参画の推進  

１  

 とめ市民活動プラザへの委託事業

の中で、市民活動団体の交流会を２

回実施した。  

・分野別交流会「まちづくり」  

日  時：平成 31 年１月 29 日（火） 

      平成 31 年２月 27 日（水） 

場  所：とめ市民活動プラザ  

参加者：延べ 33 人  

Ｂ  

 平成 30 年度は主に登米市の観

光・インバウンド・グリーンツー

リズム等の活動を行っている方や

興味を持っている方の情報交換や

交流を目的として開催し、男女の

区別なく意欲をもってまずは行動

を起こし、多様な取組の連携を図

っていくことを確認し合った。  

 と め 市 民 活 動 プ ラ ザ と 協

力しながら、男女問わず、市

民 活 動 に 参 画 す る 団 体 の 交

流を推進していく。  

市民協働課  

男女共同参画 を推進

する団体が相互に協力

できるよう、支援を行

います。  

③市民活動に関する

相談・支援体制の充

実  

１  

 市民活動に対する相談会等は、と

め市民活動プラザへの委託事業の中

で実施している。  

・無料相談会の実施（年間 12 回）  

相談件数： 25 件  

・窓口相談の実施（随時）  

相談件数： 37 件  

 

 男女共同参画を推進する市民活動

団体数⇒１団体  

Ｂ  

市民活動団体の相談内容として

は、活動内容の周知方法や助成金

等の申請に係るものが多い。  

 子育てや子どもの支援等、女性

との関わりが多い団体等からの相

談もあり、女性支援を行う市民活

動団体等への支援の場となってい

る。  

 男 女 共 同 参 画 を 主 な 目 的

と し て い る 市 民 活 動 団 体 は

少ない状況にあるが、女性と

の 関 わ り が 多 い 市 民 活 動 団

体があることから、継続した

支援を行っていく。  

市民協働課  

男女共同参画 社会の

実現に向けた自主的な

取り組みを行う市民活

動団体等を支援するこ

とにより、市と市民・

各種団体等と連携した

取り組みの推進を図り

ます。  

【平成 26 年度２団体

⇒平成 32 年度まで５

団体】  
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（５）外国人が安心して暮らせる環境の整備  

具体 的な取り組 み  実施

状況 
平成 30 年度事業内容・実績  評価 取組に対する評価・課題  今後の取り組み  主管課  

概要  

①国際交流協会への

支援  

１  

登米市の国際交流推進の中核であ

る登米市国際交流協会に補助金を交

付し、市民の国際交流事業参加機会

を充実させ、国際理解・感覚の醸成

を図った。  

登米市国際交流協会補助金  

 2,800 千円  

・日本語講座〔実施  年間 48 回〕  

・海外姉妹都市交流事業 (受入事業  

等 ) 

・登米市国際まつり〔 12 月実施〕  

・ジュニア国際塾  

・通訳ボランティア協力 (防災訓練  

等 ) 

・外国語指導助手 (ＡＬＴ )関連事業  

・多文化共生社会形成促進関連事業  

(交流会等）  

・ホームページによる広報活動  

・国際交流関係団体との連携  

・その他各種交流事業実施  

Ｂ  

 日本語講座を 48 回開催し、延べ

260 人の市内在住外国人受講生へ

の支援を行った。  

 また、市内小学校１校において

ジュニア国際塾を実施し、海外文

化について学ぶ機会を創出した。  

 現在、登米市国際交流協会を中

心に国際交流推進事業や多文化共

生 社 会 の 形 成 に 取 り 組 ん で い る

が、これに対応する人材の確保が

困難な状況にある。各種外国人支

援団体や海外姉妹都市等の関係機

関と充分に連携できる体制の整備

が必要である。  

 本 市 の 国 際 化 推 進 に つ い

ては「交流」を実践すること

が重要であるとともに、市内

に 在 住 す る 外 国 人 に や さ し

い 環 境 づ く り を 主 軸 と し た

「多文化共生社会」の形成が

必要と考えられ、そのために

も、市民の国際交流意識の高

揚は不可欠である。令和元年

度から、青少年国際交流事業

実 行 委 員 会 業 務 や 国 際 交 流

活動相談窓口業務等を、登米

市 国 際 化 推 進 事 業 と し て 市

国 際 交 流 協 会 へ 事 業 を 委 託

し、市国際交流協会が持って

い る 人 脈 や ノ ウ ハ ウ 等 を 活

用 す る こ と で 情 報 発 信 の 強

化に努めていく。  

市民協働課  

在住外国人の 本人及

び家族間におけるコミ

ュニケーションや文化

的背景の違いなどによ

る問題について支援を

図るとともに、国 籍に

関わらず互いの文化に

ついて理解を深める機

会を提供します。  

②  相談体制の充実  

１  

 市内に居住する外国人の日常生活

等における悩みの相談窓口を設置し

た。  

業務は、登米市国際交流協会に委託

して実施しており、相談日は、定例

日と電話相談による。  

・定例開催日：毎週金曜日とし、合  

わせて「日本語講座」を実施した。 

・電話相談：国際交流協会事務所 (登

米総合支所内 )にて、月・水・金の  

日中に実施した。  

・平成 30 年度実績  45 件（英語４件、 

中国語 11 件、韓国語 30 件）  

Ｂ  

 市内在住外国人等への生活支援

として、外国人相談窓口を設置し

45 件の相談に対応した。  

 また、市役所内関係部署に対し、

外国人相談窓口設置事業について

周知を行うことで、事業の利用促

進を図るとともに、外国人来庁者

に対する体制強化を図った。  

 平成 30 年度についても相談員４

名（英語２名、中国語１名、韓国

語１名）で対応したが、事業継続

には言語力に加え、様々な相談案

件に対応できる人材確保が必要で

ある。  

 在 住 外 国 人 は 増 加 傾 向 に

あり、今後も言語の障壁によ

る問題の解決に向けて、市国

際 交 流 協 会 等 関 係 機 関 団 体

と の 連 携 強 化 が 必 要 で あ る

ことから、令和元年度から登

米 市 国 際 交 流 協 会 へ 登 米 市

国 際 化 推 進 事 業 を 委 託 す る

ことで、外国人相談窓口の開

設日を週 4 日に増やすなど、

利便性の向上に努めている。 

市民協働課  

在住外国人が 安心し

て暮らせるよう、相談

窓 口 の 多 言 語 化 を 図

り、相談しやすい体制

づ く り に 取 り 組 み ま

す。  
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◆基本目標  ２  家庭生活における男女共同参画の推進  

男女が互いに協力し合いながら家事や介護を行い、家庭生活と社会活動の両立を図ることができるよう、性別に

よる固定的な役割分担意識の改善に向けた取り組みを推進します。  

【施策の方向性】  

（１）男女の固定的な役割分担意識の改善  

具体 的な取り組 み  実施

状況 
平成 30 年度事業内容・実績  評価 取組に対する評価・課題  今後の取り組み  主管課  

概要  

①性別による固定的

な役割分担意識の改

善に向けた意識の醸

成  

１  

 各種講座及び会議においてリーフ

レット等を配布し、情報の提供を行

った。  

「第３次登米市男女共同参画基本計

画概要版」（登米市）  

「だれもが活き生きと暮らせる登米

市を目指して  男女共同参画のすす

め」（登米市）  

・女性会議  18 部  

・女性リーダー養成講座  26 部  

Ｂ  

 リーフレットを配布したほか、

男性にとっての男女共同参画地域

推進事業を開催したことにより、

性別等に関係なくそれぞれの責任

を担うことの必要性について意識

啓発を図ることができた。  

 講 座 な ど の 様 々 な 機 会 を

捉え、パンフレットやリーフ

レットを配布し、意識啓発を

行っていく。  

市民協働課  

世代や性別に 関係な

く、家族が互いに支え

合い、協力し合いなが

ら家事等についてそれ

ぞ れ の 責 任 を 担 う よ

う、パンフレット等を

活用した啓発を行いま

す。  

 

 

（２）家事・育児・介護等における男女共同参画の推進  

具体 的な取り組 み  実施

状況 
平成 30 年度事業内容・実績  評価 取組に対する評価・課題  今後の取り組み  主管課  

概要  

①男性にとっての男

女共同参画講座の実

施  

１  

 宮城県との共催事業として、「男性

にとっての男女共同参画地域推進事

業」を 1 回実施した。  

・「デキる男になる！～うちの夫は片  

付け上手～」  

日  時：平成 30 年 12 月１日（土） 

場  所：南方総合支所  

参加者：男性６人、女性４人  

 計 10 人  

Ｂ  

 市内に在住する夫婦を対象に、

片付けによって生じる効果や物に

対する考え方、夫婦の片付けに対

する考え方の違いを学ぶことで、

これまで主に女性が担ってきた家

事に対する男性の理解を深めるこ

とができた。  

 家 庭 生 活 に 男 性 が 参 画 す

る こ と の 重 要 性 を 伝 え る と

ともに、実践的な知識の向上

に つ な げ る 内 容 の 講 座 を 実

施していく。  

市民協働課  

男性の育児・ 介護へ

の参画や育児・介護知

識の向上につなげるた

め、男性を中心とした

講座を開催します。  
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具体 的な取り組 み  実施

状況 
平成 30 年度事業内容・実績  評価 取組に対する評価・課題  今後の取り組み  主管課  

概要  

②男の料理（家事）

教室の実施  

１  

 社会教育事業として、各公民館・ふ

れあいセンターにおいて、男性のため

の教養講座を開催した。  

・登米公民館  ４回開催   32 名参加  

・米川公民館  ２回開催   52 名参加  

・米谷公民館  ６回開催   55 名参加  

・石森ふれあいセンター       

９回開催    138 名参加  

・宝江ふれあいセンター  

        ４回開催    43 名参加  

・浅水ふれあいセンター  

12回開催    113名参加  

・吉田公民館   ４回開催   59 名参加  

Ｂ  

各公民館・ふれあいセンターの

社会教育事業のひとつとして、男

性を対象に料理講座を実施した。 

 調 理 が 出 来 る よ うにな る こ と

で、性別に関わらない家庭での役

割 の あ り 方 に つ い て再認 識 す る

きっかけ作りとなっている。  

 新たな参加者には、趣味と

し て 楽 し み な が ら 体 験 で き

る 事 業 内 容 と な る よ う 努 め

る。  

 また、継続参加者には実際

に 家 庭 で 料 理 が 提 供 で き る

よう、更に知識と技術が向上

するよう支援する。  

生涯学習課  

「夫は仕事、 妻は家

庭」という固定的な役

割分担意識解消に向け

た取り組みを推進しま

す。  
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◆基本目標  ３  職場における男女共同参画の推進  

ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）の推進に取り組むとともに、農林業や自営業に従事する女性の

就労環境などの整備を図り、男女が共に健康で働き、家庭と仕事を両立できる支援体制の推進を図ります。  

【施策の方向性】  

（１）男女の雇用機会の均等な確保と待遇の改善  

具体 的な取り組 み  実施

状況 
平成 30 年度事業内容・実績  評価 取組に対する評価・課題  今後の取り組み  主管課  

概要  

① 女 性 の 職 業 生 活

に お け る 活 躍 の 推

進 に 関 す る 啓 発 の

推進  

１  

平成 30 年 11 月に開催したワー

ク・ライフ・バランス企業セミナ

ーにおいて、参加者に対し、「中小

企業のための女性活躍推進事業概

要」（厚生労働省発行）、「女性のチ

カラを活かす企業認証制度」（宮城

県発行）のリーフレットの配布を

行った。  

Ｂ  

女 性 活 躍 推 進 法 に お け る 国 及

び 県 の 制 度 の 周 知 を す る と と も

に、企業における女性活躍の推進

に 対 す る 取 組 み の 強 化 を ね ら い

とした意識の醸成が図られた。  

 企業向けセミナー等の機

会を捉え、女性の職業生活

における活躍の推進に関す

る情報提供を行っていく。  

市民協働課  

採 用 か ら 退 職 に 至

る ま で 雇 用 の 分 野 に

お け る 男 女 の 均 等 な

機会・待遇の確保等に

ついて、法制度の周知

徹底を行います。  

② 障 が い 者 の 就 労

移 行 支 援 事 業 の 実

施  

１  

福祉事務所生活福祉課障害福祉

係や各総合支所窓口のほか、障害

者就業・生活支援センター「ゆい」

等と連携し、障がい者の就労に関

す る 個 別 相 談 や 就 労 支 援 を 行 っ

た。  

利用者数： 48 人  

Ｂ  

就 労 系 の 障 害 福 祉 サ ー ビ ス の

利 用 を 通 じ て 就 労 支 援 を 行 っ て

いるが、就職先となる企業や事業

所等に対して、助成制度の周知と

障 が い 者 に 対 す る 理 解 の 促 進 を

図る必要がある。  

 企業や事業所等に対する

障がい者への理解を深める

ため、関係機関と連携しな

がら啓発活動や研修会等を

開催して障がい者の就労を

支援していく。  

生活福祉課  

 

障 が い 者 が 経 済

的・社会的に自立した

生活を送れるよう、就

業支援を行います。  

【（利用者数）平成 26

年度実績 23 人⇒平成

32 年度までの目標 48

人】  
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具体 的な取り組 み  実施

状況 
平成 30 年度事業内容・実績  評価 取組に対する評価・課題  今後の取り組み  主管課  

概要  

③ 高 年 齢 者 就 業 機

会確保事業の実施  

１  

（公社）登米市シルバー人材セン

ター  

・会員数  854 人 (H29： 833 人 ) 

男性  604 人 (H29： 581 人 ) 

女性  250 人 (H29： 252 人 )      

・会員の就業状況  

性別  会員数  
就業  

実人員  
就業率  

男性  604 人  449 人  74.3％  

女性  250 人  200 人  80.0％  

   

Ｃ  

 女 性 会 員 の 就 業 率 は 男 性 会 員

より高いものの、会員数の割合は

男性会員 70.7％、女性会員 29.3％

であり、男性会員に比べ女性会員

が少ない状況で、全体の会員数も

減少している。  

 

 男性会員が全体の７割を

占める中、会員数の減少及

び会員平均年齢の上昇等の

課題に対し、退職後の高齢

者が入会したいセンターと

して受け入れられるよう、

魅力的な事業の構築、啓発

を行う。  

商業観光課  

高 齢 期 の 女 性 の 貧

困対策と、年齢にとら

わ れ ず 働 く 意 欲 の あ

る 方 が 活 き 生 き と し

た生活を送るため、就

業支援を行います。  

【（シルバー人材セン

ター登録会員数）平成

26 年度実績 918 人⇒

平成 32 年度までの目

標 1,040 人】  
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（２）ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）の推進  

具体 的な取り組 み  実施

状況 
平成 30 年度事業内容・実績  評価 取組に対する評価・課題  今後の取り組み  主管課  

概要  

①延長保育事業の実

施  

１  

通常保育時間の前後において、保

育ニーズに対応した延長保育事業を

実施した。  

・公立保育所：１施設  

・認定こども園：５施設  

・私立保育所：８施設  

・小規模保育事業所等：８施設  

Ｂ  

 就労形態の多様化に伴う、保育

ニーズに応えるものであり、子育

て 環 境 の 充 実 は も と よ り 、 ワ ー

ク・ライフ・バランスの推進にも

繋がっている。  

 延長保育料については、無料と

しているが、費用負担の公平性か

ら徴収について検討する必要があ

る。   

 保 護 者 の 就 労 形 態 は 多 様

化しており、ニーズに応じた

保 育 を 行 う た め に も 今 後 も

延 長 保 育 事 業 を 継 続 し て 実

施する。  

 また、延長保育事業を実施

す る 事 業 所 に 対 し 引 き 続 き

補 助 金 を 交 付 し 、 支 援 を 図

る。  

子 育 て 支 援

課  
保護者がワー ク・ラ

イフ・バランスを確立

できるよう延長保育事

業の実施によって支援

します。  

②事業主に対する各

種支援制度の情報提

供  

１  

 平成 30 年 11 月に開催したワー

ク・ライフ・バランス企業セミナー

において、参加者に対し、リーフレ

ット「女性のチカラを活かす企業認

証制度」（宮城県発行）の配布を行い、

ポジティブ・アクションやワーク・

ライフ・バランスを進めるための支

援制度について情報提供を行った。  

Ｂ  

 リーフレットの配布により、事

業主に対して制度についての情報

提供が図られた。  

  

 今 後 に お い て も セ ミ ナ ー

等の機会を捉え、各種支援制

度の情報提供を行い、意識醸

成を図っていく。  

市民協働課  

男女が多様な 働き方

を選択し実現できるよ

う、子育てや介護等に

関する支援策の情報提

供と、ワーク・ライフ・

バランスの推進に向け

た意識の醸成に努めま

す。  

③市内企業を対象と

した研修会等の実施  

１  

 市 内 企 業 職 員 等 を 対 象 に 、 ワ ー

ク・ライフ・バランス企業セミナー

を開催した。  

・「イクボスのすすめ～職場改革～」 

開催日：平成 30 年 11 月 20 日（火） 

講  師：川島高之氏（特定非営利  

活動法人ファザーリン  

グ・ジャパン）  

参加者： 63 人  

Ｂ  

 「イクボス」という単語から、

企業経営者や幹部社員を対象にし

たセミナーではないかとの誤解も

あり、参加者数が伸びなかった。  

 また、研修内容についてのアン

ケートでは回答者の 96％が「良か

った」と満足していたものの、「上

司に聞いてほしい内容だった」と

の声も多く聞かれた。  

  

 令和元年度については、現

在 あ ら ゆ る 場 面 で 盛 ん に 聞

かれる「働き方改革」ととも

にワーク・ライフ・バランス

推 進 の 必 要 性 等 に つ い て の

理 解 を 深 め る 内 容 の 研 修 を

実施する予定としている。  

市民協働課  

男 女 が 多 様 な 働 き 方

を選択し実現できるよ

う、子育てや介護等に

関する支援策の情報提

供と、ワーク・ライフ・

バランスの推進に向け

た意識の醸成に努めま

す。  
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（３）農林業・自営業従事者の女性支援  

具体 的な取り組 み  実施

状況 
平成 30 年度事業内容・実績  評価 取組に対する評価・課題  今後の取り組み  主管課  

概要  

①農産加工者連絡協

議会の活動支援  

１  

 農産加工に関する技術研修並びに

情報の収集を行った。  

・ＰＲ事業「中田の秋まつりにて、  

みそ玉づくり体験及び加盟団体商  

品ＰＲ販売」  

  開催回数：１回  

  参加者数： 12 人  

・研修会「食品加工と食品開発につ  

いて」  

  開催回数：１回  

  参加者数： 12 人  

・加工研修会「登米の食材で心と体  

を整える」  

  開催回数：１回  

  参加者数： 18 人  

（会員相互の加工試食会）  

・移動研修会「新たな視点で地域資  

源を見直し、商品開発や地域農産  

物の有効利用について」  

  開催回数：１回  

  参加者数： 12 人  

・新商品の開発  

  件  数：８件  

   ほか、県事業への参加など  

Ｂ  

農産加工に関する技術の向上の

ための研修や情報収集などに意欲

的に取り組み、その活動を通じて、

新たな商品開発に対する意欲が高

まってきている。  

新 た な 商 品 開 発 や 販 路 の

拡大を促し、農産加工者の所

得向上を図る。  

開 発 し た 商 品 を ６ 次 産 業

化へ繋げていくことで、地域

農業の振興を図る。  

生活改善を図りながら、安

全 で 安 心 な 加 工 品 の 普 及 に

努める。  

農 産 加 工 者 連 絡 協 議 会 の

ＰＲを兼ねて、今後も外部へ

向けての研修会を実施する。 

                     

産業振興課  

 地域資源を活用した

農産加工、食農体験、

食文化の継承などに取

組む女性農業者を支援

します。  

②認定農業者連絡協

議会事業の推進  

１  

 農業経営改善計画の共同申請の推

進や認定農業者連絡協議会事業への

参加等を行った。  Ｂ  

平成 30 年度の農業経営改善計画

の共同申請は１件であった。また、

協 議 会 事 業 へ の 参 加 者 に つ い て

は、少数ではあるが参加を得てい

る。  

 農 業 経 営 改 善 計 画 の 共 同

申 請 の 推 進 や 認 定 農 業 者 連

絡協議会事業の啓発を行い、

女性の参加を促す。  

産業振興課  

農林水産業や 農山漁

村における女性の地位

の向上を目指します。  
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具体 的な取り組 み  実施

状況 
平成 30 年度事業内容・実績  評価 取組に対する評価・課題  今後の取り組み  主管課  

概要  

③家族経営協定締結

の推進  

１  

 家族経営協定の締結を行った。  

期間：平成 30 年４月  

～ 31 年３月  

新規： 10 件 (うち女性含み４  

件 ) 

解約： ７件 (うち女性含み４件 ) 

変更： 1 件 (うち女性含み 0 件 ) 

 

平成 29 年度  新規： 5 件  

      （うち女性含み 2 件 ) 

Ｂ  

認定農業者の認定を受け、後継

者が各種支援を受けるために締結

しているケースが多い。  

 前年度より新規申請は増えた。

経営に参画する女性の締結があっ

た。これまで以上に、女性農業委

員を活用する必要がある。  

 

 県 農 業 改 良 普 及 セ ン タ ー

等と連携し、家族経営協定の

普及を促進していく。  

 農業委員を活用して、農業

経 営 主 等 に 制 度 の 周 知 を 行

う。また、女性農業委員に働

き掛けて、女性が締結しやす

い環境の整備を図る。  

農業委員会  

女 性 の 労 働に 対 す る

適 正評 価と経 済的 自立

の ため 、家族 経営 協定

の普及を促進します。  

【新規 10 件 /年】  

 

 

(４)セクシュアル・ハラスメントの防止に向けた意識啓発の推進  

具体的な取り組み   実施

状況 
平成 30 年度事業内容・実績  評価 取組に対する評価・課題  今後の取り組み  主管課  

概要  

①広報等を活用した

職場ハラスメントの

意識啓発  

１  

 平成 30 年 11 月開催のワーク・ラ

イフ・バランス企業セミナーにおい

て、セクシャル・ハラスメントやパ

ワー・ハラスメント、マタニティ・

ハラスメントの防止に向けた内容を

盛り込み、上司としての心得の意識

付けを行った。  

Ｂ  

 「女性が職場で活躍」するため

に必要な「男性の家庭での活躍」、

それを応援できる上司がいること

ではじめて環境が整い、現代の多

様な働き方に対応できることを学

ぶことができた。  

 また、各ハラスメントが抑止さ

れる職場環境となることも合わせ

て確認できた。  

パ ン フ レ ッ ト 設 置 及 び 男

女 共 同 参 画 週 間 に あ わ せ た

広 報 で の 周 知 な ど を 行 う ほ

か、各種講座において各ハラ

ス メ ン ト の 内 容 に も 触 れ る

ことで、防止に向けた意識啓

発の推進を図っていく。  

市民協働課  

セ ク シ ュ アル ・ ハ ラ

ス メン トやパ ワー ・ハ

ラ スメ ント、 マタ ニテ

ィ ・ハ ラスメ ント の防

止 に向 けた意 識の 醸成

を推進します。  
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◆基本目標  ４  政策・方針決定過程への女性の参画  

男女が平等に社会のあらゆる分野で政策あるいは方針の立案及び決定に参画する機会が確保されることは、男女

共同参画社会の基盤をなす重要なことであるため、審議会や委員会等への女性の参画の拡大を推進します。  

【施策の方向性】  

（１）各種審議会等委員における女性登用の推進  

具体 的な取り組 み  実施

状況 
平成 30 年度事業内容・実績  評価 取組に対する評価・課題  今後の取り組み  主管課  

概要  

①審議会等への女性

委員登用の推進  

１  

 市の審議会等委員への女性の登用

率調査を４月に実施し、情報の収集

と講評を行った。  

・平成 30 年４月１日現在登用率  

27.5% 

 

（平成 29 年４月１日現在登用率  

25.7%） 

Ｂ  

 登用率については、昨年度より

も上昇傾向ではあるが、引き続き

目標値である登用率 40％へ向け、

積極的に女性委員登用の必要性に

つ い て 啓 発 す る こ と が 必 要 で あ

る。  

 第 ３ 次 基 本 計 画 に 定 め る

目標達成のため、女性の参画

に関する推進状況を調査・公

表するとともに、女性人材リ

ス ト 登 録 者 増 加 及 び 利 用 促

進を図るなど、女性委員の登

用を推進する。  

全庁  

政策・方針決 定過程

への女性の参画を推進

します。  

②女性人材リストの

活用  

１  

 意思決定過程への女性の参画を推

進するため、女性リーダー養成講座

を開講し、その修了生に「登米市男

女共同参画女性人材リスト」への登

録を促した。また、庁内及びコミュ

ニティ組織に対し、各種審議会等委

員や地域づくりに関するリーダーと

して活躍できるよう、リストの活用

について周知を行った。  

 登録者：平成 30 年度 22 人  

（登録者：平成 29 年度 22 人）  

Ｂ  

 女性リーダー養成講座修了生に

登録をお願いしている。２年の登

録期間を更新できるよう改正した

が、更新希望者は多くないほか、

講座受講者の多くが就業している

ことから登録者数が増えない状況

である。  

 また、任用に結びつくよう登録

内容を検討し、様式の変更を行っ

たが、実際に登録者を任用した事

例もないことから、目標である 40

人の登録に向け、引き続き修了生

に対し登録の呼びかけを行うとと

もに、庁内や市内コミュニティ組

織に向けて活用の周知を図ってい

く必要がある。  

 人 材 リ ス ト 登 録 者 数 の 増

加に向けて、女性リーダー養

成講座を継続して開催し、修

了 生 に 対 し リ ス ト へ の 登 録

を推進するほか、女性会議委

員 に 対 し て も 登 録 を 推 進 す

る。  

 また、引き続き庁内や市内

コ ミ ュ ニ テ ィ 組 織 に 制 度 の

活 用 に つ い て 呼 び か け を 行

う。  

市民協働課  

女性委員を選 任する

ための環境整備を 図り

ます。  

【（登録者数）平成 27

年度実績 16 人⇒平成

32 年度まで の目標 40

人】  
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（２）市管理職への女性登用の推進  

具体 的な取り組 み  実施

状況 
平成 30 年度事業内容・実績  評価 取組に対する評価・課題  今後の取り組み  主管課  

具体 的な取り組 み  

①管理職への女性登

用の推進  

１  

女性管理職の人数： 52 人  

（平成 28 年度：46 人、平成 29 年度：

49 人）  

Ｂ  

女性管理職登用に対する意識は

高まってきており、特定事業主行

動計画へ女性管理職の目標値を定

め 達 成 に 向 け た 取 組 を 行 っ た 結

果、過去３年間と比較し管理職へ

の女性登用数は増加した。  

 また、管理職への女性登用を促

進することは、職場内における男

女共同参画の意識が高まり、率先

垂範という観点からも自治体とし

て地域における役割を果たしてい

る。  

 今後、ますます多様化する

市 民 ニ ー ズ に 的 確 に 応 え て

いくためには、女性管理職の

必 要 性 が 高 ま る も の と 考 え

られることから、今後とも、

女 性 職 員 の 研 修 会 参 加 等 を

促進するなどして、女性職員

の 管 理 職 へ の 育 成 を 行 い な

がら登用を促進していく。  

人事課  

女性活躍推進 法に基

づく特定事業主行動計

画を推進します。  

②研修の機会の充実  

１  

 各種研修受講者の募集は、性別に

関わりなく行った。  

 

  

Ｂ  

 職場外研修（市町村職員研修所

の 研 修 な ど ）、 職 場 内 研 修 と と も

に、機会均等が確保されており、

男性職員と同様に能力向上が図ら

れたと考えている。  

 今後も取組みを継続し、各

種 研 修 へ の 参 加 を 推 進 し て

いく。  

将来指導的地 位とな

る女性人材の育成に努

めます。  

 

 

（３）市政への参画の促進  

具体 的な取り組 み  実施

状況 
平成 30 年度事業内容・実績  評価 取組に対する評価・課題  今後の取り組み  主管課  

概要  

①情報公開の推進  

１  

 市の基本的な計画等の策定にあた

っては、市民意見公募による市政へ

の市民参加を促進した。  

 市民意見公募件数：１件  

Ｂ  

 各種計画の、検討・構想の段階

における市の考え方などを公表す

ることで、意思決定の公正の確保

と透明性の向上を図った。  

 また、意見公募により、協働に

よ る 開 か れ た 市 政 の 運 営 を 図 っ

た。  

 市民意見公募（パブリック

コメント）による市政への市

民参加を促進するとともに、

市 民 に 分 か り や す い 情 報 発

信に取り組む。  

全庁  

市の基本的な計画や

条例等の策定にあたっ

ては、市民意見公募（パ

ブリックコメント）に

よる市政への市民参加

を促進するとともに、

市民に分かりやすい情

報 発 信 に 取 り 組 み ま

す。  
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《基本方針 Ⅲ 男女共同参画の環境を整備するまちづくり》  

○評価の概要  

基本方針Ⅲについては、 18 事業の評価を行いました。  

重点目標としている「基本目標１  子育てにおける男女共同参画の推進」については、男女がともに子育てに参画

できるよう、ライフスタイルの多様化に伴うニーズに対応した子育て環境の整備及び育児をサポートする各種事業実

施による子育て支援体制の整備に努め、成果をあげています。  

「基本目標２ 介護における男女共同参画の推進」については、介護や看護を理由に離職や転職をする女性が増加

していることから、各種介護サービスの利用手続きの研修会を実施したほか、男性の介護知識や介護技術の普及を目

指した事業も実施しました。しかし、女性の参加率が高いことから、介護の担い手は女性という意識が根強いことが

伺えます。  

今後も引き続き、子育てや介護それぞれにおけるニーズの多様化をとらえた事業を実施し、男性の育児と介護に対

する意識改革を図りながら男女共同参画の推進に向けた環境の整備に取り組みます。  

 

 

○評価基準 
 

 

 

 

 

  

 

【実施状況】  

１．実施した  

２．検討したが実施しなかった  

３．検討しなかった  

【評価基準】  

Ａ．計画以上の成果を上げた  

Ｂ．計画どおりの成果があった  

Ｃ．成果をあげることができなかった  
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◆基本目標  １  子育てにおける男女共同参画の推進【重点目標】  

 男性の家事や育児などへの参加について意識啓発を図るとともに、多様化する子育てのニーズに対応するため、社

会全体で子育てを支援していく環境づくりと支援体制の充実を図ります。  

【施策の方向性】  

（１）子育て環境の整備  

具体 的な取り組 み  実施

状況 
平成 30 年度事業内容・実績  評価 取組に対する評価・課題  今後の取り組み  主管課  

概要  

①保育事業の充実  

１  

 保護者の子育てと仕事の両立を支

援し、乳幼児の健全な心身の発達を

図るため、通常保育事業の実施のほ

か、保育施設の整備支援等を行った。 

・平成 30 年 10 月１日現在の待機者

数 27 人（国定義）  

・認定こども園施設整備支援  

 １施設  

・認定こども園運営事業者選定  

 ２施設  

・保育施設運営か所数（定員）  

公立保育所   ６施設（ 450 名） 

私立保育所   11 施設（ 765 名） 

認定こども園  ５施設（ 395 名） 

小規模保育事業所  

 12 施設（ 200 名） 

事業所内保育事業所  

 １施設（ 11 名）  

 

Ｂ  

  市立幼稚園・保育所の再編等

による幼保連携型認定こども園の

施設整備等については、前年度に

引き続き（仮称）東佐沼こども園

の整備について支援を行い、公立

保育所１か所を閉所（定員 60 名）

し、翌年度に認定こども園１か所

が開園（定員 80 名）したほか、（仮

称）石越こども園の整備運営事業

者並びに（仮称）津山こども園の

運営事業者を決定した。  

 またこれに加え、認定こども園

２か所と私立保育所２か所で定員

を変更（定員 1,610 名→ 1,649 名）

し、小規模保育事業所１か所が休

園、事業所内保育事業所で定員変

更（定員 211 名→ 200 名）したこと

により、翌年度の定員については

28 名 の 受 入 れ 枠 の 拡 充 が 図 ら れ

た。  

 保 育 施 設 の 定 員 増 加 に 取

り組んでいるものの、依然と

し て 保 育 ニ ー ズ が 定 員 を 上

回 る 傾 向 が 続 い て い る こ と

から、引き続き公立幼稚園・

保 育 所 の 再 編 に よ る 認 定 こ

ど も 園 整 備 に 取 り 組 み な が

ら、今後も待機児童の解消に

向け事業を継続していく。  

子 育 て 支 援

課  待機児童ゼロ を目指

します。  

【（特定の保育所を希

望する等の理由を除い

た、待機児童数）平成

26 年度 45 人⇒平成 32

年度までの目標０人】  
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具体 的な取り組 み  実施

状況 
平成 30 年度事業内容・実績  評価 取組に対する評価・課題  今後の取り組み  主管課  

概要  

②  放 課 後 児 童 健 全

育成事業（放課後児

童クラブ）の実施  

１  

 保護者が就労等で昼間家庭にいな

い児童を対象に、放課後児童クラブ

において健全な育成を行った。  

児童クラブ数： 20 クラブ  

       （公立 15、民間５） 

登録児童数： 1,047 人（平均）  

年間開所日数： 8,060 日  

（８時間以上の開所）  

Ｂ  

対象児童の拡大に伴い、定員及

び実施場所を増やして対応してい

るが、依然指導員の確保が難しい

ことから、教員補助員や幼稚園補

助員を放課後や長期休暇期間中に

放課後指導員として兼務で配置し

ている状況。指導員の確保対策が

必要である。  

 「登米市放課後子ども総合

プラン登米市行動計画」に基

づき、生涯学習課において所

管している「放課後子ども教

室」との一体的な事業実施に

向け、引き続き事業調整を行

っていく。  

子 育 て 支 援

課  

放課後子ども 教室と

連携しながら活動の場

所を確保し、待機児童

ゼロを目指します。  

③幼稚園の預かり保

育の実施  

１  

保育所型預かり保育の実施  

・市内幼稚園３施設において、預か

り保育時間の拡大と、他の幼稚園

に通園する園児を対象とする保育

を実施した。  

利用者数：  42 人  

一時保育（夏休み期間中の園外

児預かり実施）：  28 人  

・従来型預かり保育の実施  

 保育所型預かり保育実施３幼稚園  

ならびにそれ以外の園において、  

従来型の預かり保育を実施。  

通  年  118 人  

短  期  140 人  

Ｂ  

待機児童の解消及び多様な事情

による保育が困難な世帯等に対す

る支援ができた。  

認 定 こ ど も 園 へ の 移 行 に

より、平成 28 年度から実施

し て い る 幼 稚 園 に お け る 保

育 所 型 預 か り 保 育 の 実 施 園

が３園と減少したが、引き続

き 保 育 所 型 預 か り 保 育 と 夏

休 み 期 間 中 の 一 時 保 育 及 び

従来型預かり保育を実施し、

多 様 化 す る 保 護 者 の ニ ー ズ

に 応 え ら れ る よ う 保 育 内 容

の充実を図る。  

学校教育課  

安心して子育 てがで

き る 社 会 の 実 現 に 向

け、多様なニーズに応

じた保育サービスの充

実と児童の健全育成を

推進します。  

④自立支援教育訓練

給付金事業、高等職

業訓練促進給付金等

事業の実施  

１  

・高等職業訓練促進給付金等事業  

 ５人に対して計 2,721 千円を支給  

 

・自立支援教育訓練給付金事業  

 １人に対して 32 千円  
Ｂ  

 高等職業訓練促進給付金等事業

については毎年数名から申請があ

り、さらに自立支援教育訓練給付

金についても、平成 30 年度に初め

て申請があり、生活の安定に資す

る資格の取得に一定の成果を挙げ

ている。  

児 童 扶 養 手 当 現 況 届 の 案

内 文 書 を 送 付 す る 際 に チ ラ

シを同封し、引き続き制度の

周知を図っていく。  

子 育 て 支 援

課  

ひとり親家庭 への子

育て支援や、経済的自

立を促進するため、就

業支援を推進します。  
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具体的な取り組み   実施

状況 
平成 30 年度事業内容・実績  評価 取組に対する評価・課題  今後の取り組み  主管課  

概要  

⑤医師招へい・地域

医療連携の推進  

１  

・東北大学への要請  

・東北医科薬科大学への要請  

・市、県ホームページへの求人掲載  

・県ドクターバンクへの求人掲載  

・全国自治体病院協議会への求人掲

載  

・医師招へいに関する国、県への要

望  

・医学生奨学金貸付制度の継続  

Ｂ  

各方面へ医師招へいに向けた働

き掛けを行ってきたが、新たな医

師の招へいには至っていない状況

である。しかし、市民病院小児科

においては、平日午後の一般診療

や、日曜日における小児救急への

対応を行っている。  

また、米谷病院では東北大学から

の応援回数が増え、平成 28 年９月

より毎週月曜日から金曜日までの

外来診療が可能となっており、平

成 30 年度においてもその体制を継

続することができた。  

 

〔課題〕  

産科・小児科の入院再開は、複数

の医師が必要となることから、医

師の招へいに努めているものの医

師不足の現下にあっては非常に厳

しい状況である。  

産科については、現行の「産科セ

ミオープンシステム」を継続し、

本市在住の妊産婦さんが必要なと

きに、速やかに入院できる体制の

構築こそが、本市の産科医療の現

実的な体制であると考えている。  

 小児科についても、入院患者の

受け入れについては、複数名の常

勤医師の確保が必要であり、入院

再開については大変厳しい状況で

ある。  

 今後も、大崎市民病院や石

巻 赤 十 字 病 院 と の 連 携 を 図

りながら役割分担を行い、産

科、小児科の医療の確保を担

っていく。  

 また、医師招へいに関して

は、市立病院への招へいのみ

ならず、開業医の招へいも含

めて取り組んでいく。  

医 療 局 経 営

管 理 部 経 営

企画課  産科・小児科 などの

医師確保と他の医療機

関 と の 連 携 強 化 を 図

り、周産期医療及び小

児医療体制の充実に努

めます。  
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（２）子育て支援体制の整備  

具体 的な取り組 み  実施

状況 
平成 30 年度事業内容・実績  評価 取組に対する評価・課題  今後の取り組み  主管課  

概要  

①こんにちは赤ちゃ

ん（プレママ）サロ

ンの実施  

１  

子育てサポートセンターと連携し  

プレママ（妊婦）と１歳未満児を抱

える母親を対象として開催した。保

育士、助産師、保健師、栄養士、心

理士等による教育支援を行った。  

実施回数： 24 回  

延べ参加者数： 198 人  

Ａ  

赤ちゃんサロンとマタニティサ

ロンの２つのコースにすることに

より、参加者の増加につながった。 

また、各専門職の講座とそれを

もとに話し合う場を提供し、育児

の悩みや不安などの思いの共有や

友達づくりができた。  

継続参加者も増え、母親たちの

変化が見られ、育児に対する自信

を持てるようになった。  

 

母 親 同 士 が 思 い を 語 り 合

う時間を工夫するなど、より

参加型の内容とする。  

開催場所についても、民間

とのつながりを持ちながら、

様 々 な 場 所 や 人 と の 関 わ り

を重視して、切れ目のない支

援を行う。また、市内在住の

助 産 師 と の 連 携 に よ り 共 同

実施し、包括的な支援を実施

していきたい。  

健康推進課  

保育士、助産 師、保

健師、栄養士、心理士

等による教育支援を実

施します。  

【 15 回 /年】  

②子育て元気サポー

ト事業の実施  

１  

乳児健診時の臨床心理士による集

団指導と個別相談を実施した。  

実施回数： 34 回  

延べ相談者数： 83 人  

Ｂ  

 妊娠、出産、育児と生活環境、

こころも体も変化してきた中、育

児疲れや戸惑い、新たな家族の中

での悩みなどが出てくる。そんな

時期に自分の思いを表出する機会

を持つことで、気持ちの整理をす

る場になっている。また、今後の

子育てを前向きに考える機会とな

っている。  

 相談希望者のみならず、専

門 的 観 点 か ら 臨 床 心 理 士 の

ア ド バ イ ス が 必 要 と 思 わ れ

る方へも、細やかな支援がで

き る よ う 継 続 実 施 を し て い

く。  

育児不安を解 消する

ため、精神科医師や臨

床心理士等による相談

の機会や窓口を確保し

ます。  

【 40 回 /年】  

③こころの元気相談

室の実施  

１  

 登米市民病院において、臨床心理

士による継続的なカウンセリングを

予約制で週２回実施した。  

  実施回数： 97 回  

  延べ相談者数： 442 人  Ｂ  

 市内医療機関ではカウンセリン

グ が 受 け ら れ な い 現 状 で あ る た

め、本相談でカウンセリングの機

会を提供している。必要に応じ医

療機関とも連携をしながら、新た

な考え方や身の置き方などについ

て学び、行動変容に繋がっている。

また、精神的にも安心して暮らせ

るための相談の場となっている。  

臨 床 心 理 士 に よ る カ ウ ン

セリング体制の継続を図り、

精 神 的 な 不 安 の 解 消 に 努 め

る。  
育児不安を解 消 する

ため、精神科医師や臨

床心理士等による相談

の機会や窓口を確保し

ます。  

【 100 回 /年】  
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具体 的な取り組 み  実施

状況 
平成 30 年度事業内容・実績  評価 取組に対する評価・課題  今後の取り組み  主管課  

概要  

④こころの相談の実

施  

１  

 各総合支所において、精神科医師、

臨床心理士、精神保健福祉士による

個別相談を実施した。  

・実施回数： 46 回  

・延べ相談者数： 93 人  

Ｂ  

相談者が相談しやすいように、

居住地に限らず、市内全支所で相

談可能な体制をとっている。また

相談内容に応じて相談担当者（精

神科医、臨床心理士、精神保健福

祉士など）を紹介し、専門的かつ

タイムリーに対応している。  

相 談 会 場 に よ っ て 相 談 者

数に開きはあるものの、定期

的 に 開 催 す る こ と で 専 門 職

や 専 門 機 関 へ の つ な が り が

できるため、継続実施をして

いく。また、継続的な支援が

必 要 な 方 に 関 し て の 支 援 体

制の強化を図っていく。さら

に、相談担当者が他職種で構

成 さ れ る よ う 調 整 継 続 を 図

っていく。  

健康推進課  

育児不安を解 消する

ため、精神科医師や臨

床心理士等による相談

の機会や窓口を確保し

ます。  

【 70 回 /年】  

⑤新生児全戸訪問事

業の実施  

１  

 保健師・助産師による専門性を活

かし、安心して子育てできるように、

情報の提供を行い、継続的な支援を

行う。  

 延べ訪問数： 490 件  

 

 

Ｂ  

保健師・助産師による新生児訪

問は、対象者全体で 98％の実施と

なった。訪問できなかった人は事

情の把握をしている。また、地域

の保健活動推進員の子育て応援訪

問が 76％となっている。  

病 院 や 他 機 関 と の 連 携 に

より早期の訪問に努め、安心

し て 子 育 て が 出 来 る よ う に

支援する。また、妊娠期から

の支援を目指し、切れ目のな

い支援を行う。  

地域で安心し て子育

てができるよう、助産

師 や 保 健 師 の み で な

く、保健活動推進員 に

よる家庭訪問を実施し

ます。  

⑥子育て応援訪問事

業の実施  

１  

 各行政区の保健活動推進員が、乳

児家庭を訪問し、地域とつながるき

っかけとし、孤立しないよう地域で

見守る体制作りをしている。  

 延べ訪問件数： 334 件  

（出生数 438 件に対して約 76.3％） 

Ｂ  

子育て年代の核家族世帯が増加

傾向にある中、地域と繋がるきっ

かけのひとつになっている。  

 訪 問 受 け 入 れ は 全 体 の 約

７割だが、訪問を拒否する世

帯もある。地域とつながりな

が ら 子 育 て す る メ リ ッ ト を

伝え、地域の中で孤立しない

子 育 て 環 境 づ く り を 引 き 続

き行っていく。  

地域で安心し て子育

てができるよう、助産

師 や 保 健 師 の み で な

く、保健活動推進員よ

る家庭訪問を実施しま

す。  
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具体 的な取り組 み  実施

状況 
平成 30 年度事業内容・実績  評価 取組に対する評価・課題  今後の取り組み  主管課  

概要  

⑦地域子育て支援拠

点事業（子育て支援

センター事業）の実

施  

１  

地域において乳幼児及びその保護

者等が相互の交流を行う場所を開設

し、子育てについての相談、情報の

提供、助言その他の支援を行った。  

・市内 11 カ所で実施  

 （公立８カ所、民間３カ所）  

 

Ｂ  

少子化や核家族化が進む中で、

地域において子育て親子同志の情

報の共有等交流ができる拠点とな

り、いつでも気軽に利用してもら

うことで、子育てに対する相談や

不安等の軽減を図った。  

 子 育 て を め ぐ る 環 境 が 大

きく変化する中で、地域にお

い て 子 育 て 親 子 の 交 流 が で

きる機会を提供できるよう、

子 育 て 支 援 拠 点 事 業 を 推 進

していく。  

子 育 て 支 援

課  

身近で気軽に 集うこ

とができ、親子が安心

で き る 居 場 所 づ く り

と、育児不安について

の相談支援行います。  

⑧ファミリー・サポ

ート・センター事業

の実施  

１  

 子育てに臨時的、突発的に援助が

必要となった市民（利用会員）に対

し、子育てを支援できる市民（協力

会員）をファミリー・サポート・セ

ンターが仲介し、子育てに関わる支

援を行った。  

・会員数（平成 31 年３月 31 日現在） 

 協力会員 63 人、利用会員 119 人、 

 両方会員８人、計 190 人  

・援助活動  276 件  

Ｂ  

 少子化、核家族化が現在も進行

している中、女性の就労増加に伴

い、保育ニーズは多様化しており、

子育てに援助が必要な市民（利用

会員）が増加すると予想されるが、

退職後の再就職などに伴い協力会

員の確保が難しいことから、利用

状 況 が 伸 び 悩 ん で い る 状 況 で あ

る。  

 多 様 な 保 育 ニ ー ズ に 応 え

られるよう、実施形態を検討

するとともに、本事業の周知

を図り、研修会や講話などを

実施し、育児に対する不安を

解消すべく、子育てに援助が

必要な市民（利用会員）を継

続して支援していく。  

子 育 て 支 援

課  

安心して子育 てや家

庭教育を行うことがで

きるよう、地域人材の

養成や、託児ボランテ

ィアの育成と活動支援

を行います。  

【（協力会員数・利用

件数）平成 26 年度実績

協力会員 63 人、利用件

数 58 件 /年⇒平成 32 年

度までの目標協力会員

113 人、 利 用件 数 206

人 /年】  
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具体 的な取り組 み  実施

状況 
平成 30 年度事業内容・実績  評価 取組に対する評価・課題  今後の取り組み  主管課  

概要  

⑨子育てサポート事

業の実施  

１  

 現在子育てサポーターの登録人数

は 31 人であり、子育てボランティア

として市及び公民館等事業の開催時

に、子育て中の方が事業を安心して

受講できるよう託児を行っている。  

 サポーター登録者数： 31 人  

ボランティア実施回数： 19 回   

サポーター派遣人数： 67 人  

保育児童数： 188 人  

 

Ｂ  

 昨年度と比較し託児児童数は増

えているものの、実施回数が減っ

たことから、制度の周知や活動の

活性化を図る。  

 参 加 者 が 安 心 し て 社 会 教

育 事 業 に 参 加 で き る よ う サ

ポートを継続していく。  

 また、県の子育てサポータ

ー養成講座と連携し、新たな

人 材 の 発 掘 と 登 録 サ ポ ー タ

ーの増員を目指す。  

生涯学習課  

 安心して子育てや家

庭教育を行うことがで

きるよう、地域人材の

養成や、託児ボランテ

ィアの育成と活動支援

を行います。  

【（サポーター登録者

数）平成 26 年度実績サ

ポ ー タ ー 登 録 者 13

人・派遣７回 /年・延べ

15 人 /年⇒ H32 年度ま

での目標 45 人】  
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◆基本目標  ２  介護における男女共同参画の推進  

現実には全国的に介護や看護を理由に離職・転職をする女性が増えていることから、介護相談機関との連携を密

にするとともに、男性の介護知識や介護技術の普及を図ります。  

【施策の方向性】  

（１）介護に関する社会的支援の充実  

具体 的な取り組 み  実施

状況 
平成 30 年度事業内容・実績  評価 取組に対する評価・課題  今後の取り組み  主管課  

概要  

①市内介護保険事業

所研修会の実施  

１  

・介護保険サービス事業者集団指導  

  県東部保健福祉事務所登米地域  

 事務所開催の集団指導に参加し、  

サービス提供時の事故状況、各種  

届書等の手続き関係の説明を行っ  

た。  

開催数：２回  

出席者数： 92 人  

・居宅介護支援に係る研修会  

  ケアマネージャー協会登米支部  

と共催で居宅介護支援に係る研修  

会を実施した。  

開催数：１回   

出席者数： 95 人   

Ｂ  

・東部保健福祉事務所と合同開催

することで、多くの事業所の参加

が期待でき、県からのお知らせ等

についても県・市・事業所と情報

共有することができた。  

・居宅介護支援に係る運営基準、

制度改正等についての知識を深め

ることができた。  

 介 護 サ ー ビ ス の 質 の 向 上

を 目 的 に 、 介 護 保 険 制 度 改

正、サービス提供時の事故状

況、各種届書等の手続き関係

などの研修会について、今後

も 同 様 の 方 向 で 実 施 し て い

く。  

長寿介護課  

介護サービス の質の

向上を目的に、介護保

険制度改正、サービス

提供時の事故状況、各

種届書等の手続き関係

などについての研修会

を実施します。  

②介護認定調査員研

修会の実施  

１  

 介 護 認 定 調 査 員 現 任 研 修 を 実 施

し、介護認定調査員の資質向上を図

った。また、新任の調査員を対象に

研修会を随時開催した。  

・現任研修   

   開催回数：１回  

   参加者数： 94 名  

（男 60 人、女 34 人） 

・新任研修  

   開催回数：２回  

   参加者数： 11 名（女 6 名）  

Ｂ  

 定期的に研修会を開催すること

により、調査員の資質向上を図り、

公平公正な調査を行うことができ

る。  

 公 平 公 正 な 介 護 認 定 調 査

を行うため、今後も同様の方

向で実施していく。  

長寿介護課  

認定調査員の 調査技

術の向上を目的に、新

任調査員研修会、現任

調査員研修を実施しま

す。  
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（２）男性の介護知識や介護技術の普及  

具体 的な取り組 み  実施

状況 
平成 30 年度事業内容・実績  評価 取組に対する評価・課題  今後の取り組み  主管課  

概要  

①家族介護交流会の

実施  

１  

 登米市社会福祉協議会と委託契約

により実施した。  

開催数： 1 回  

参加者数： 62 人  

（男 11 人、女 51 人）  

 

Ｂ  

 介護者のリフレッシュ、情報交

換、介護知識の普及の機会となっ

ている。  

 平成 30 年度は年 1 回の実施とな

り、当日の悪天候も重なったこと

で参加者がかなり減少してしまっ

たが、夫婦での参加者もあり、家

族で支え合うという意識付けが少

しずつ図られてきている。  

 令 和 元 年 度 は 市 全 体 と 各

町 域 の 介 護 教 室 等 の 開 催 へ

見直しをして実施する。（詳

細 は 受 託 事 業 所 と 協 議 の う

え、決めていく予定）  

長寿介護課  

男性が参加しやすい

介護に関する講座や家

族介護交流事業の実施

により、家族が互いに

支え合い、協力し合っ

て介護を行えるよう意

識の醸成に努めます。  

【 280 人 /年】  

 

 

（３）地域における介護支援体制の確立  

具体 的な取り組 み  実施

状況 
平成 30 年度事業内容・実績  評価 取組に対する評価・課題  今後の取り組み  主管課  

概要  

①認知症サポーター

養成講座  

１  

認知症サポーター養成講座  

開催数： 36 回  

参加者： 1,007 人  

（男 292 人、女 715 人） 

 

 

Ｂ  

実施回数、参加者数共に増加し

た。認知症の普及啓発の機会は維

持されている。  

 認 知 症 を 抱 え る 当 事 者 や

そ の 家 族 が 安 心 し て 暮 ら す

ことができるよう、市民に認

知 症 の 症 状 及 び 対 応 の 仕 方

を理解してもらい、地域での

見 守 り や 家 族 の 支 援 を 行 う

ため、今後も同様の方向で実

施していく。  

長寿介護課  

認知症や一人暮らし

の高齢者が地域で安心

して暮らせるよう、地

域での見守りや家族介

護 へ の 支 援 を 図 り ま

す。  

【 450 人 /年】  
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３  第３期登米市特定事業主行動計画（平成 30 年度実績）          主管課：総務部人事課  

１職員の勤務環境に関するもの  

具体的な取り組み  平成 30 年度における実績  

(1)  子育てに関連する既存の各種制度の周知徹底  

(2)  妊娠中及び出産後における配慮  

(3)  男性職員の育児参加のための休暇及び休業の取得促進  

①男性職員の「育児休業」の取得促進  

②「妻の出産休暇」、「育児参加休暇」の取得の促進  

(4)  出産休暇を願い出た職員等への個別説明  

(5)  出産休暇中及び育児休業中の職員への情報提供  

(6)  育児休業を取得しやすい環境の整備等  

(7)  時間外勤務の縮減のための意識啓発  

①ノー残業デーの徹底  

②週休日の振替又は勤務時間の割振り変更及び代休日の指定の徹底  

③業務の簡素合理化の推進  

④健康面における配慮  

(8)  年次有給休暇の取得の促進  

【女性職員】  

 ・育児休業取得者 36 人  

（うち、平成 29 年度以前から引き続きの取得者 15 人） 

・育児短時間勤務取得者 0 人  

・部分休業取得者 21 人  

【男性職員】  

・育児休業取得者０人  

・妻の出産休暇取得者 28 人  

・育児参加休暇３人  

(7)①平成 18 年度から平成 24 年度まで制度の徹底を図

り、一定の効果が得られたことから、平成 25 年度

より職員個々の自主的な取り組みとしている。  

②③時間外勤務手当に係る通知において「時間外勤

務等の縮減に関する指針」及び「時間外勤務及び

休日勤務、週休日の振替等に係る取り扱いについ

て」を周知し、時間外勤務及び休日勤務の適正化

に努めた。  

④産業保健推進員を人事課内に配置し、職員からの

メンタルヘルス面を含めた健康相談や病休者等の

職場復帰の支援に努めた。  

○平成 30 年  年次有給休暇平均取得日数  

  9.8 日／年   
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２その他の次世代育成支援対策に関する事項  

(1)  来庁者に対する環境整備 

(2)  子どもの職場学習機会の積極的な提供 

(3)  子どもと触れ合う機会の充実 

(2)〈職場体験学習受入〉  

・平成 30 年  ５月 15 日  (火 )～ 17 日 (木 ) 石越中３名  

・平成 30 年  ５月 16 日  (水 )～ 18 日 (金 ) 佐沼中３名  

・平成 30 年  ７月  ３日（火）迫桜高等学校８名  

・平成 30 年 10 月 17 日（水）築館高等学校１名  

※インターンシップ（大学生）の実績なし  

 

３女性の活躍推進に関するもの  

(1)管理的地位にある職員に占める女性割合の増加   一般行政職   6.25％  （全体  27.96％）  
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４  数字で見る登米市の男女共同参画推進状況  

（１）政策・方針決定過程への女性の登用状況  

（平成 31 年４月１日現在）   

No 項目  
登米市  

※1 ( )内は平成 30 年度の数値  
宮城県平均  県内最多市町村  

1 女性議員の割合  11.5%(11.5％ )  11.2％  33.3％（柴田町）  

2 市役所の女性職員の割合  

管理職  26.5%(28.0％ ) 20.2％  36.5％（涌谷町）  

うち一般行政職  ※ 2 6.3%( 6.3％ ) 14.3％  32.4％（亘理町）  

管理職以外の職員  48.3%(48.7％ ) 48.2％  63.6％（大崎市）  

総計  45.4%(45.9％ ) 45.1％  59.2％（大崎市）  

3 
市立小中学校ＰＴＡ会長

への女性の就任状況  

小学校  18.2%(18.2％ ) 23.3％  
100.0％        

（七ヶ宿町、色麻町）  

中学校  20.0%(30.0％ ) 20.8％  
100.0％       

（松島町、色麻町）  

4 公民館長への女性の就任状況  0%(   0％ ) 6.8％  100.0％（大和町）  

5 自治会長への女性の就任状況  0.3%( 0.3％ ) 5.0％  11.1％（仙台市）  

6 
女性委員がいる各種審議会等の数  

[女性のいる機関数  23 /機関総数  28 ] 
82.1%(83.9％ ) 84.2％  

100.0％       

（仙台市、柴田町、利府町） 

7 
各種審議会等委員への女性の登用状況  

[女性委員数  133 人  /委員総数  452 人  ] 
29.4%(31.1％ ) 30.1％  43.3％（富谷市）  

※ 1 「宮城県平均」、「最多市町村」の数値は「平成 30 年度宮城県における男女共同参画の現状及び施策に関する年次報告書」による数値  

※ 2 一般行政職の範囲は、次の職種のいずれにも該当しない職員  

税務職、海事職（一）（二）、研究職、医師・歯科医師職、薬剤師・医療技術職、看護・保健職、福祉職、消防職、企業職、技能労務

職、任期付研究員、特定任期付職員、大学（短大）教育職、高等（特殊・専修・各種）学校教育職、小・中学校（幼稚園）教育職、

高等専門学校教育職、その他の教育職、警察職、臨時職員、特定地方独立行政法人職員、特定地方独立行政法人臨時職員  
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（２）審議会等委員への女性委員の登用状況   （平成 31 年４月１日現在）  

 

・法律による委員会（行政委員会）・・・地方自治法 180 条の５  

No 審議会等名称  委員総数（人） 
うち女性委

員数（人）  

女性の割合

（％）  

1 教育委員会  
 5   

（  4 ）   

3    

（  1 ）  

  60.0％     

（ 25.0％）  

2 選挙管理委員会  
4    

（  4 ）   

1   

（   1 ）  

25.0％   

（ 25.0％）  

3 人事委員会  ―  ―   ―  

4 監査委員  
3     

（   3 ）   

0    

（   0 ）  

0％     

（    0％）  

5 農業委員会  
24     

（  24 ）   

2    

（   2 ）  

8.3％     

（  8.3％）  

6 固定資産評価審査委員会  
3     

（   3 ）   

1    

（  1 ）  

33.3％     

（ 33.3％）  

合計  
39     

（  38 ）   

7    

（   5 ）  

 17.9％    

（ 13.2％）  

※下段の（）内は平成 30 年 4 月 1 日現在の数値  

※基準日現在において委嘱されていない場合は「―」と記載  
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・法律・条令による審議会等（付属機関）・・・地方自治法 202 条の３（平成 31 年４月１日現在）  

※（）内は平成 30 年４月１日現在の数値   

No. 審議会等名称  委員総数  うち女性  女性の割合  

1 登米市情報公開・個人情報保護審査会  5（   5）  0（   0）  0%（    0%）  

2 登米市行政不服審査会  5（  5）  1（  1）  20.0%（ 20.0%）  

3 登米市防災会議  33（  33）  0（   0）  0%（    0%）  

4 登米市総合計画審議会  20（  -）  5（  -）  25.0%（    -%）  

5 登米市男女共同参画審議会  9（   9）  6（   6）  66.7%（ 66.7%）  

6 登米市環境審議会  16（  15）  6（   4）  37.5%（ 26.7%）  

7 登米市国民健康保険運営協議会  9（   9）  3（   3）  33.3%（ 33.3%）  

8 登米市食育推進会議  14（  17）  8（   9）  57.1%（ 52.9%）  

9 登米市介護認定審査会  121（ 121）  48（  48）  39.7%（ 39.7%）  

10 登米市介護保険運営委員会  9（  -）  3（  4）  33.3%（ 44.4%）  

11 登米市民生委員推薦会  12（  -）  3（  -）  25.0%（    -%）  

12 登米市障害支援区分認定審査会  15（  15）  9（   9）  60.0%（ 60.0%）  

13 登米市子ども・子育て会議  19（  19）  9（   9）  47.4%（ 47.4%）  

14 登米町街なみ景観整備審査会  10（  10）  2（   2）  20.0%（ 20.0%）  

15 登米市都市計画審議会  13（  13）  1（   1）  7.7%（  7.7%）  

16 登米市景観形成会議  11（  11）  3（   3）  27.3%（ 27.3%）  

17 登米市学校給食センター運営審議会  12（  12）  3（   6）  25.0%（ 50.0%）  

18 登米市社会教育委員会  10（  10）  0（   0）  0%（    0%）  

19 登米市図書館協議会  10（  10）  8（   8）  80.0%（ 80.0%）  

20 登米市公民館運営審議会  15（  15）  5（   5）  33.3%（ 33.3%）  

21 登米市青少年問題協議会  20（  20）  1（   2）  5.0%（    0%）  

22 登米市文化財保護委員会  10（  10）  0（   0）  0%（    0%）  

23 登米市スポーツ推進審議会  15（  15）  2（   3）  13.3%（ 20.0%）  
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合計  413（ 434）  126（ 142）  30.5%（ 32.7%）  

※基準日現在において委嘱されていない場合は「―」と記載  

※平成 30 年度に委嘱があっても令和元年度には委嘱されていない審議会等については記載していないため、合計欄の括弧内の  

数値と、 No.１～ 23 までの数値を合計したものは合致しない。  

 

 

 

・要綱等により設置している審議会等（平成 31 年４月１日現在）  

※（）内は平成 30 年４月１日現在の数値   

No. 審議会等名称  委員総数  うち女性  女性の割合  

1 登米市の公共施設を考える会  20（   -）  4（   -）  20.0%（    -%）  

2 登米市第三セクター調査検討委員会  10（  10）  0（   0）  0%（    0%）  

3 登米市行財政改革推進委員会  7（   6）  3（   3）  42.9%（ 50.0%）  

 4 登米市公の施設指定管理者選定委員会  12（   7）  2（   0）  16.7%（    0%）  

5 登米市行政評価委員  2（   3）  0（   1）  0%（ 33.3%）  

6 登米市健康なまちづくり推進協議会  18（   -）  7（   -）  38.9%（    -%）  

7 登米市自殺予防対策連絡協議会  21（  21）  3（   5）  14.3%（ 23.8%）  

8 登米市地域包括支援センター運営協議会  9（  9）  3（  4）  33.3%（ 44.4%）  

9 登米市地域密着型サービス運営委員会  9（   -）  3（   -）  33.3%（    -%）  

10 登米市福祉有償運送運営協議会  8（   -）  2（   -）  25.0%（    -%）  

11 登米市障害者自立支援協議会  12（   -）  5（   -）  41.7%（    -%）  

12 登米市要保護児童対策地域協議会  16（  16）  3（   3）  18.8%（ 18.8%）  

13 登米市農業経営改善計画認定審査会  17（  17）  0（   0）  0%（    0%）  

14 登米市地産地消推進協議会  18（  18）  8（   8）  44.4%（ 44.4%）  

15 登米市地産地消推進本部  7（   7）  0（   0）  0%（    0%）  

16 登米市農作物有害鳥獣対策協議会  14（  13）  0（   0）  0%（    0%）  

17 登米市農作物異常気象対策連絡会議  6（   6）  0（   0）  0%（    0%）  

18 登米市園芸振興協議会  5（  5）  0（  0）  0%（  0％）  
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No. 審議会等名称  委員総数  うち女性  女性の割合  

19 仮屋排水機場・荒川・長沼ダム対策委員会  14（  14）  0（   0）  0%（    0%）  

20 登米市育英資金奨学生選考委員会  12（  12）  5（   2）  41.7%（ 16.7%）  

21 上杉奨学金奨学生選考委員会  12（  12）  5（   2）  41.7%（ 16.7%）  

22 登米市農業委員会委員選考委員会  5（  5）  1（  1）  20.0%（ 20.0%）  

23 登米市女性会議  18（  -）  18（  -）  100.0%（    -%）  

合計  272（ 243）  72（ 44）  26.5%（ 18.1%）  

 ※基準日現在において委嘱されていない場合は「―」と記載  

 ※平成 30 年度に委嘱があっても平成 30 年度には委嘱されていない審議会等については記載していないため、合計欄の括弧内の  

数値と、 No.１～ 23 までの数値を合計したものは合致しない。  
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平成 30 年度登米市男女共同参画審議会の開催状況  

 

 

《第１回審議会》  

開催日：平成 30 年９月 21 日（金）  

開催場所：登米市役所迫庁舎第４委員会室  

【内容】  

（１）平成 29 年度男女共同参画の施策に関する推進状況  

報告書について  

  （２）登米市男女共同参画に関する市民アンケートについて  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「登米市男女共同参画審議会」委員名簿  

委嘱：平成 30 年２月 10 日～令和２年２月９日  

 氏    名  
条例第 23 条における 

委員区分  
備    考  

1 須藤  明美  
男女共同参画に関

し識見を有する人  

男女共同参画審議会副会長  

（平成 28 年 2 月 10 日～）  

男女共同参画審議会委員  

（平成 24 年 2 月 10 日～）  

男女共同参画条例策定委員会委員 

第２次男女共同参画基 本計

画策定委員会委員長  

2 日下   修  
男女共同参画に関

し識見を有する人  

男女共同参画審議会委員  

（平成 26 年 2 月 10 日～）  

3 戸田  和夫  
男女共同参画に関

し識見を有する人  

男女共同参画基本計画 策定

委員会委員  

4 皆川  洋子  
男女共同参画に関

し識見を有する人  

男女共同参画条例策定委員会委員 

男女共同参画審議会委員  

（平成 28 年 2 月 10 日～）  

5 石井あけみ  
関係団体の推薦を

受けた人  

登米市民生委員児童委員協議会 

男女共同参画審議会委員  

（平成 26 年 2 月 10 日～）  

6 佐々木まき子  
関係団体の推薦を

受けた人  

登米市農業委員会  

男女共同参画審議会委員  

（平成 29 年 9 月 8 日～）  

7 澁谷  美佳  
関係団体の推薦を

受けた人  
登米市教育委員会  

8 林   忠市  
関係団体の推薦を

受けた人  

登米市人権擁護委員協議会  

男女共同参画審議会委員  

（平成 26 年 2 月 10 日～）  

9 蓬田恵美子  
公募により選任を

受けた人  
 

※会長・副会長以下は、条例第 23 条第２項第１号～第３号順及び五十

音順（敬称略）  

※男女の構成（男性３名、女性６名）  
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だれもが活き生きと暮らせる登米市男女共同参画推進条例  

平成 23年 3月 11日  

条例第 9号  

目次  

前文  

第 1章  総則 (第 1条―第 8条 ) 

第 2章  男女共同参画の推進に関する基本的施策 (第 9条―第 18条 ) 

第 3章  男女共同参画を阻害する行為の制限 (第 19条―第 21条 ) 

第 4章  男女共同参画審議会 (第 22条―第 25条 ) 

第 5章  雑則 (第 26条 ) 

附則  

 

私たちは、豊かな水辺空間と肥よくな耕土が広がる登米市で、性別にかかわ

りなく一人ひとりの人権が尊重され、生涯にわたり豊かな人生を実現できるま

ちを目指しています。  

わが国においては、日本国憲法に個人の尊重と法の下の平等がうたわれ、女

子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約の批准など国際社会におけ

る取組と連動しながら、男女平等の実現に向けた取組が進められてきました。  

しかし、家庭や職場、地域の中で、男女の固定的な役割分担意識や社会慣行

が今なお残っており、仕事と生活のバランスが取れていないこと、重要な方針

や計画を決定する場に女性が少ないことなどを改めていかなければなりません。

また、あらゆる暴力を禁止する取組の必要性など、人権を尊重する視点で解決

しなければならない課題も生じています。  

さらに、私たちを取りまく社会経済情勢は、少子高齢化、高度情報化、国際

化などの急激で多様な変化が続いており、これらの変化に対応し、だれもが活

き生きと暮らせる登米市を築くため、すべての人が性別にかかわりなく個人と

して尊重され、共に責任を分かち合い、その個性と能力を十分に発揮できる男

女共同参画社会の実現が求められています。  

こうした状況を踏まえ、市及び市民、事業者、教育関係者又は市民団体の協

働のもと、男女共同参画社会の実現を目指すことを決意し、ここに、この条例

を制定します。  

 

 

第 1章  総則  

(目的 ) 

第 1条  この条例は、男女共同参画の推進に関する基本理念を定め、登米市 (以

下「市」といいます。 )、市民、事業者、教育関係者及び市民団体の責務を明

らかにするとともに、市の施策の基本的事項を定め計画的に推進することに

より、だれもが活き生きと暮らせる男女共同参画社会を実現することを目的

とします。  

(定義 ) 

第 2条  この条例で使われる用語の意味を次のように定めます。  

(1) 男女共同参画  男女が、性別にかかわりなく、自らの意思によって社会

のあらゆる分野における活動に平等に参画する機会が確保され、それによ

って男女が等しく政治的、経済的、社会的及び文化的利益を受けることが

できるとともに責任を担うことをいいます。  

(2) 積極的改善措置  社会のあらゆる分野における活動の男女間の格差を

改善するため、必要な範囲内において、男女のいずれか一方に対し、積極

的に参画するための機会を提供することをいいます。  

(3) 市民  次のいずれかに該当する人をいいます。  

ア  市内に居住する人  

イ  市内の事務所又は事業所に勤務する人  

ウ  市内の学校に在学する人  

エ  市内に滞在する人  

(4) 事業者  市内において事業を行う個人又は法人をいいます。  

(5) 教育関係者  市内において学校教育、社会教育、家庭教育その他のあら

ゆる教育に携わる個人及び法人その他の団体をいいます。  

(6) 市民団体  さまざまな分野において、より多くの人が豊かに生活できる



- 62 - 

ことを目的として継続的に活動を行う特定非営利活動法人その他の団体又

は自治会等をいいます。  

(7) セクシュアル・ハラスメント  性的な言動を受けた個人に不快感又は不

利益を与え、職場などの生活環境を害することをいいます。  

(8) ドメスティック・バイオレンス  夫婦、恋人等の男女間において身体的

又は精神的に苦痛を与える暴力的行為をいいます。  

(9) ワーク・ライフ・バランス  仕事と生活の調和のことをいい、だれもが、

仕事、家庭生活、地域生活、個人の自己啓発その他の活動について、自ら

の希望に沿って行える状態をいいます。  

(10) 協働  共通の目標を達成するために、互いの信頼関係のもと、対等な

関係に立って協力することをいいます。  

(基本理念 ) 

第 3条  男女共同参画の基本理念は、次のとおりとします。  

(1) 男女の人権の尊重  男女の個人としての人権が尊重され、男女が直接的

にも間接的にも性別による差別的取扱いを受けることなく、個人として能

力を発揮する機会が確保され、国籍にかかわらず個人として尊重されるこ

とです。  

(2) 社会における制度又は慣行についての配慮  性別による固定的な役割

分担意識等に基づく社会における制度又は慣行をなくすよう努めるととも

に、これらが男女の自由な活動の選択を妨げることがないよう配慮される

ことです。  

(3) 政策等の立案及び決定への共同参画  男女が平等に、市における政策又

は事業者、教育関係者及び市民団体における方針の立案及び決定に共同し

て参画する機会が確保されることです。  

(4) 家庭生活における活動と他の活動との両立  家族を構成する男女が、家

庭の重要性を認識し、互いの協力と社会の支援のもとに、子育て、介護そ

の他の家庭生活及び職場、学校、地域その他の社会のあらゆる分野におけ

る活動が両立できるよう配慮されることです。  

(5) 教育の場における配慮  学校教育、社会教育、家庭教育その他のあらゆ

る教育の場において、男女共同参画の推進に配慮した教育が行われること

です。  

(6) 暴力的行為 (身体的又は精神的苦痛を与える行為をいいます。以下同じ

です。)の根絶  あらゆる形態の暴力的行為を根絶することが、男女共同参

画社会を実現するために不可欠であるという認識を持たなければならない

ことです。  

(7) 性と生殖に関する健康と権利の尊重  男女が互いの身体的特徴及び性

について理解を深め、妊娠、出産その他の性と生殖に関し、それぞれの意

思や権利が尊重され、生涯にわたり心身の健康を維持できるようにするこ

とです。  

(8) 性同一性障がい者等に対する配慮  性同一性障がいを有する人又は先

天的に身体上の性別が不明瞭である人等の人権について配慮されることで

す。  

(9) 国際的視野での協調  男女共同参画の推進に向けた取組は、国際社会が

目指す理想の一つであり、国際社会における取組と密接に関係しているこ

とを考慮し、国際的な視野で協調して行われることです。  

(市の責務 ) 

第 4条  市は、この条例の基本理念 (以下「基本理念」といいます。 )に基づき、

男女共同参画の推進に関する施策 (積極的改善措置を含みます。以下同じで

す。 )を総合的に策定し、実施しなければなりません。  

2 市は、前項の施策以外の施策の策定若しくは変更又は実施に当たっては、基

本理念に沿うよう配慮しなければなりません。  

3 市は、男女共同参画の推進に関する施策を実施するため、必要な推進体制を

整備するとともに、財政上の措置その他の必要な措置を講じなければなりま

せん。  

4 市は、男女共同参画の推進に当たっては、自らが率先し、市民、事業者、教

育関係者及び市民団体 (以下「市民等」といいます。 )との協働により行うと

ともに、国、県及び他の地方公共団体と連携して取り組むよう努めなければ

なりません。  
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(市民の責務 ) 

第 5条  市民は、基本理念に基づき、男女共同参画に関する理解を深め、家庭、

職場、学校、地域その他の社会のあらゆる分野において男女共同参画の推進

に自らが積極的に取り組むよう努めなければなりません。  

2 市民は、市又は事業者が実施する男女共同参画の推進に関する施策及び事業

活動の実施に当たっては、市、事業者、教育関係者及び市民団体との協働に

より行うよう努めます。  

(事業者の責務 ) 

第 6条  事業者は、その事業活動を行うに当たっては、基本理念に基づき、男女

が職場における活動に対等に参画する機会が確保されるよう必要な体制の整

備に努めます。  

2 事業者は、男女が共にワーク・ライフ・バランスを実現できる職場環境の整

備に努めます。  

3 事業者は、男女共同参画の推進に関する市の施策又は他の事業者及び市民が

実施する事業活動に協力するよう努めます。  

(教育関係者の責務 ) 

第 7条  教育関係者は、男女共同参画の推進に果たす教育の重要性を認識し、自

ら男女共同参画の理念を理解するとともに、基本理念に配慮した教育を行う

よう努めなければなりません。  

2 教育関係者は、市が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力するよ

う努めなければなりません。  

(市民団体の責務 ) 

第 8条  市民団体は、基本理念に基づき、男女共同参画に関する理解を深め、そ

の運営又は活動に男女が平等に参画できる環境を整備するとともに、方針の

立案及び決定に当たっては、男女が互いに能力を発揮できるよう努めなけれ

ばなりません。  

2 市民団体は、市が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう

努めなければなりません。  

 

第 2章  男女共同参画の推進に関する基本的施策  

(計画の策定 ) 

第 9条  市長は、男女共同参画の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を

図るため、基本理念に基づき、基本的な計画 (以下「計画」といいます。 )を

策定します。  

2 市長は、計画の策定及び変更に当たっては、第 22条に規定する登米市男女共

同参画審議会の意見を聴くとともに、市民等の意見を反映することができる

よう必要な措置を講じます。  

3 市長は、計画を策定又は変更したときは、速やかにこれを公表します。  

(推進体制の整備等 ) 

第 10条  市は、男女共同参画の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進す

るため、必要な体制の整備、情報の収集、分析及び調査研究を行います。  

2 市は、市民等が行う男女共同参画の推進に関する活動に必要な環境整備に努

めます。  

(市民等の理解を深めるための措置 ) 

第 11条  市は、市民等が男女共同参画に関する理解を深め、男女共同参画の推

進に向けた取組を積極的に行えるよう啓発活動、情報の提供その他の必要な

措置を講じます。  

2 市は、男女共同参画推進の人材育成を行うため、研修の実施、活動の場の提

供その他の必要な措置を講じます。  

(事業者が行う活動への支援 ) 

第 12条  市は、事業者が行う男女共同参画の推進に関する活動を支援するため、

情報の提供、助言その他の必要な措置を講じるよう努めます。  

(教育の分野における措置 ) 

第 13条  市は、学校教育、社会教育、家庭教育その他のあらゆる教育の分野に

おいて、男女平等の意識づくり、個性及び能力の育成、男女共同参画を推進

するための教育の充実等に必要な措置を講じるよう努めます。  

(家族経営的な農林業及び商工業等の分野における措置 ) 
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第 14条  市は、家族経営的な農林業、商工業等の分野において、男女が、個人

として能力を十分に発揮し、その能力が正当に評価され、経営活動及び地域

活動に平等に参画する機会が確保されるための必要な措置を講じるよう努め

ます。  

(仕事及び生活の両立支援 ) 

第 15条  市は、家族を構成する男女が、共に仕事、子育て、介護等で家族的責

任を果たすことができ、その他の家庭生活、地域等における活動の両立を可

能とするため、ワーク・ライフ・バランスに配慮した必要な支援を行うよう

努めます。  

(政策の立案及び決定への共同参画 ) 

第 16条  市は、家庭、職場、学校、地域その他の社会のあらゆる分野における

活動において、男女間に参画する機会の格差が生ずることのないよう、市民

等と協力し、必要な措置を講じるよう努めます。  

2 市は、各種委員会等における委員の委嘱又は任命に当たっては、男女が共に

政策の立案及び決定並びに具体的な施策の実施に参画できる機会を確保し、

男女の均等な登用に努めます。  

3 市は、市の職員の登用に当たっては、性別にかかわらず、本人の意欲及び能

力に応じて、均等な機会を確保します。  

(実施状況等の公表 ) 

第 17条  市長は、毎年、男女共同参画の推進に関する施策の実施状況等を公表

します。  

(市の施策に関する意見又は苦情の申出 ) 

第 18条  市民等は、市が実施する男女共同参画の推進に関する施策若しくは男

女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる施策に関する意見又は苦情を

市長に申し出ることができます。  

2 市長は、前項の規定による申出を受けたときは、適切に対応しなければなり

ません。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、登米市男

女共同参画審議会の意見を聴くことができます。  

 

第 3章  男女共同参画を阻害する行為の制限  

(性別による権利侵害の禁止等 ) 

第 19条  すべての人は、家庭、職場、学校、地域その他の社会のあらゆる分野

において、性別による差別的取扱いをしてはなりません。  

2 すべての人は、セクシュアル・ハラスメント及びドメスティック・バイオレ

ンスを行ってはなりません。  

(性別による権利侵害に関する相談体制の整備等 ) 

第 20条  市は、前条に関する相談に対し、適切な対応を行うため必要な相談体

制を整備します。  

2 市は、前条に関する相談に関して、関係機関と連携し、適切かつ迅速に必要

な支援を行います。  

(公衆に表示する情報への配慮 ) 

第 21条  すべての人は、公衆に表示する情報において、性別による固定的な役

割分担若しくはセクシュアル・ハラスメント及びドメスティック・バイオレ

ンスの暴力的行為を助長し、若しくは連想させる表現又は不必要な性的表現

を行ってはなりません。  

 

 

第 4章  男女共同参画審議会  

(男女共同参画審議会 ) 

第 22条  市長は、男女共同参画の推進に関する重要な事項について調査審議す

るため、登米市男女共同参画審議会 (以下「審議会」といいます。 )を設置し

ます。  

2 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議します。  

(1) 第 9条第 2項に規定する事項  

(2) 第 18条第 2項に規定する事項  

(3) 前 2号に掲げるもののほか、男女共同参画の推進に関し必要な事項  

3 審議会は、必要があると認めるときは前項各号に規定する事項について調査

審議し、市長に意見を述べることができます。  
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(組織 ) 

第 23条  審議会は、委員 10人以内で組織します。  

2 委員は、次に掲げる人のうちから、市長が委嘱します。  

(1) 男女共同参画に関し識見を有する人  

(2) 関係団体の推薦を受けた人  

(3) 公募により選任を受けた人  

3 委員の任期は 2年とし、再任を妨げません。ただし、補欠の委員の任期は、

前任者の残任期間とします。  

(会長及び副会長 ) 

第 24条  審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定めます。  

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表します。  

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、

その職務を代理します。  

(会議 ) 

第 25条  審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となります。  

2 審議会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができません。  

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決め、可否が同数のときは、議長が決

定します。  

4 会長は、必要があると認めたときは、審議会の会議に関係者の出席を求め、

説明又は意見を聴くことができます。  

 

第 5章  雑則  

(委任 ) 

第 26条  この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定めます。  

附  則  

(施行期日 ) 

1 この条例は、平成 23年 4月 1日から施行します。  

(登米市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一

部改正 ) 

2 登米市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例 (平成

17年登米市条例第 48号 )の一部を次のように改正します。  

〔次のよう〕略



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

登米市企画部市民協働課  

〒９８７－０５１１  

宮城県登米市迫町佐沼字中江二丁目６番地１  

電 話：０２２０－２２－２１７３  

F A X：０２２０－２２－９１６４  

E- mai l：shiminkyodo@city.tome.miyagi.jp 

令和元年９月 

 


